
    

          

 

 

 

 

 

 

香取市高齢者保健福祉計画 

・第４期介護保険事業計画 
（素 案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 20 年 12 月 

香 取 市 





目 次 

 

 

第第第第１１１１章章章章    計画策定計画策定計画策定計画策定にあたってにあたってにあたってにあたって ........................................................................................................................................................................................ 1111    

第１節 計画策定の背景と趣旨 ......................................................1 

第２節 計画の位置づけ ............................................................1 

第３節 計画の期間と見直しの時期 ..................................................2 

第４節 策定体制 ..................................................................2 

    

第第第第２２２２章章章章    高齢者等高齢者等高齢者等高齢者等をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく現状現状現状現状............................................................................................................................................................................ 3333    

第１節 高齢者等の状況 ............................................................3 

第２節 介護保険の状況 ............................................................7 

第３節 アンケート調査の結果 ......................................................9 

    

第第第第３３３３章章章章    香取市香取市香取市香取市のののの高齢者高齢者高齢者高齢者をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる将来像将来像将来像将来像................................................................................................................................................ 19191919    

第１節 基本的な考え方 ...........................................................19 

第２節 要介護高齢者等の推計 .....................................................20 

第３節 将来像を達成するために重要な施策 .........................................22 

    

第第第第４４４４章章章章    介護保険事業介護保険事業介護保険事業介護保険事業のののの推進推進推進推進 .................................................................................................................................................................................... 24242424    

第１節 地域支援事業 .............................................................26 

第２節 予防給付 .................................................................34 

第３節 介護給付 .................................................................52 

第４節 市町村特別給付 ...........................................................75 

第５節 事業費及び保険料の算出 ...................................................76 

    

第第第第５５５５章章章章    高齢者保健福祉事業高齢者保健福祉事業高齢者保健福祉事業高齢者保健福祉事業のののの推進推進推進推進................................................................................................................................................................ 83838383    

第１節 生きがいづくりと社会参加の充実 ...........................................83 

第２節 健康づくりの充実 .........................................................85 

第３節 在宅福祉の充実 ...........................................................88 

第４節 施設福祉の充実 ...........................................................91 



第第第第６６６６章章章章    福祉福祉福祉福祉のまちづくりののまちづくりののまちづくりののまちづくりの推進推進推進推進........................................................................................................................................................................ 93939393    

第１節 福祉意識の高揚と担い手の育成 .............................................93 

第２節 生活環境の充実 ...........................................................96 

第３節 敬老事業等 ...............................................................97 

    

第第第第７７７７章章章章    計画計画計画計画のののの推進推進推進推進 .................................................................................................................................................................................................................... 98989898    

第１節 相談体制の充実 ...........................................................98 

第２節 情報提供の充実 ...........................................................98 

第３節 連携体制の強化 ...........................................................98 

第４節 計画の進捗管理 ...........................................................99 

 



 

 1 

 

第第第第１１１１章章章章    計画策定計画策定計画策定計画策定にあたってにあたってにあたってにあたって    

 

第１節 計画策定の背景と趣旨 

わが国は、世界に例のないスピードで高齢化が進んでおり、平成 19 年には高齢化率が初めて

21％を越え、５人に１人が高齢者という、他のどの国も経験したことがない高齢社会を迎えま

した。今後も一層の高齢化が進行し、平成 26 年には国民の４人に１人、50 年後には 2.5 人に

１人が高齢者という超高齢社会が予測されます。 

その中で、介護を必要とする高齢者を社会全体で支え、自らの選択に基づき、総合的なサー

ビスを安心して受けられるよう、平成 12年４月から介護保険法が施行され、見直されてきまし

た。平成 18 年４月の法改正では、高齢者の自立支援と尊厳の保持を基本とし、住み慣れた地域

でいきいきと暮らすことのできる環境づくりを目指す観点から、特に「介護予防」と「地域福

祉」の向上に重点が置かれました。 

また、平成 20年３月に医療制度改革の一環として高齢者を対象とする保健事業を担ってきた

「老人保健法」が「高齢者の医療の確保に関する法律」へと改正され、特定健康診査・特定保

健指導が始まるなど、新たな仕組み作りも進められています。 

さらに今後は、増加する高齢者に対応すべく、介護予防により一層取り組むとともに、介護

サービスの量・質の確保を進め、住み慣れた地域で高齢者が暮らし続けるための環境整備を進

めることが必要となっています。 

このような流れを受けて、香取市においても、介護保険事業に係る基本的事項を定め、適切

な介護サービスおよび地域支援事業を提供するとともに、高齢者が可能な限り健康で自立した

生活を送ることができるよう、地域の実情に応じた高齢者福祉、介護保険の体制を計画的に確

保することを目的とし、本計画を策定します。 

 

第２節 計画の位置づけ 

本計画は「高齢者保健福祉計画・第３期介護保険事業計画」の見直しを行うものです。 

高齢者保健福祉計画は、すべての高齢者を対象に、高齢者向けの保健福祉サービスとその提

供体制に関する計画で、老人福祉法第 20 条の８に基づく「老人福祉計画」に基づいて策定する

ものです。 

介護保険事業計画は、介護が必要な高齢者等を対象に、介護保険給付対象サービスや地域支

援事業について定める計画で、介護保険法第 117 条の規定に基づき策定するものです。 

本市においては、老人福祉事業と介護保険事業の円滑な運営を図るために、「高齢者保健福祉

計画」と「介護保険事業計画」を一体として策定します。 
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第３節 計画の期間と見直しの時期 

本計画の期間は、平成 26年度の目標設定に向けた平成 21 年度から平成 23年度までの３か年

です。なお、本計画は、保険給付に要する費用の動向、保健福祉施策の進捗状況などを踏まえ

て、平成 23 年度に見直しを行い、新たな計画を策定することとします。 

 

■これまでの計画期間と見直しの時期 

 

 

 

 

 

 

 

 

■今回の計画期間と見直しの時期 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 策定体制 

本計画の策定にあたっては、アンケート調査を実施し市民の意見を広く集めたほか、高齢者

福祉施策等推進会議を開催し検討を行いました。 

 

 

平成21年度 平成22年度 平成23年度

見直し

高齢者保健福祉計画
・第４期介護保険事業計画

平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

見直し

見直し

見直し

高齢者保健福祉計画・（第１期）介護保険事業計画

高齢者保健福祉計画・（第２期）介護保険事業計画

高齢者保健福祉計画
・第３期介護保険事業計画
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第第第第２２２２章章章章    高齢者等高齢者等高齢者等高齢者等をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく現状現状現状現状    

 

第１節 高齢者等の状況 

１ 人口・高齢者数の状況 

人口の推移を見ると、平成 15 年以来減少傾向にあり、平成 20 年 10 月１日現在では 87,470

人となっています。 

第２号被保険者に当たる 40～64 歳と、第１号被保険者に当たる 65 歳以上人口について見る

と、65歳以上の人口は平成 20年 10 月１日現在で、22,592 人となっており、平成 15 年から 20

年にかけて約 1,600 人増えています。内訳として 65～74 歳は 200 人ほど減っており、75 歳以

上が約 1,800 人の増と、後期高齢者の増加が顕著になっています。 

また、高齢化率は各年通じて香取市は国・県よりも高い値で推移しており、平成 20年時点で

は25.8％と平成15年度の23.0％に比べ高く、４人に１人が高齢者という状況になっています。 

高齢者数は今後も増加することが予測されるため、総合的な高齢者施策を充実していくこと

が求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳 

   （各年 10 月１日現在） 

高齢化率の推移

23.0

25.8

19.0

22.0
23.0

24.1 24.5 25.1

19.118.317.5
16.7

16.115.5

19.5
20.2 20.8

21.5

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年

（％）

香取市

千葉県

全国

資料：住民基本台帳 

   千葉県年齢別・町丁字別人口調査 

   総務省統計局統計調査部国勢統計課 年齢 5歳階級別人口 

人口の推移

37,838 37,564 36,033 36,155 35,180 33,972

32,390 32,217 32,036 31,539 31,311 30,906

11,286 11,179 11,066 11,061 11,032 11,093

9,705 9,631 10,552 10,963 11,273 11,499

87,47088,79689,71890,59191,219 89,687

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年

（人）

75歳以上

65～74歳

40～64歳

40歳未満
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２ 高齢者のいる世帯の状況 

一般世帯数の中で高齢者のいる世帯数の割合を見ると、平成２年の 41.9％に比べ、平成 17

年では 51.6％と増加傾向にあります。 

また、高齢者世帯について、国・県と比較すると、香取市は高齢化率が高いことからも、高

齢者のいる世帯の割合は５割と、国・県の３割台に比べ高くなっています。一方で、高齢者の

ひとり世帯や高齢者夫婦世帯の占める割合については、国・県よりも少なくなっています。 

しかし、平成２年以降の推移を見ると、高齢者のひとり世帯は平成２年の 7.8％から平成 17

年では 12.3％、高齢者夫婦世帯は平成２年の 8.5％から平成 17 年では 16.1％と近年高齢者の

みの世帯の割合は増加しています。 

そのため、高齢者のひとり世帯や高齢者夫婦世帯といった高齢者のみの世帯に対する、地域

での見守り活動や災害時の対策など、安心して暮らせるための仕組みづくりが必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

資料：国勢調査 

資料：国勢調査 

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年

24,505 25,993 26,731 27,184

10,260 11,849 12,998 14,026

41.9 45.6 48.6 51.6

高齢者のひとり世帯（世帯） 797 1,025 1,333 1,725

（高齢者のいる世帯数に占める高齢者のひとり世帯）（％） 7.8 8.7 10.3 12.3

高齢者夫婦世帯（世帯） 877 1,264 1,732 2,262

（高齢者のいる世帯数に占める高齢者夫婦世帯）（％） 8.5 10.7 13.3 16.1

高齢者同居世帯（世帯） 8,586 9,560 9,933 10,039

（高齢者のいる世帯数に占める高齢者同居世帯）（％） 83.7 80.7 76.4 71.6

一般世帯数（世帯）

高齢者のいる世帯数（世帯）

（一般世帯数に占める高齢者のいる世帯の割合）（％）

世帯数の推移

10,260

11,849
12,998

14,026

7.8

10.3

12.3

8.7

16.1
13.3

10.7

8.5

0

5,000

10,000

15,000

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年

（世帯）

0.0

6.0

12.0

18.0

（％）

高齢者のいる世帯数

高齢者のいる世帯数に占める
高齢者のひとり世帯の割合

高齢者のいる世帯数に占める
高齢者夫婦世帯の割合

平成17年度　高齢者世帯の割合の比較
51.6

35.1

12.3
16.1

27.0
19.1

31.1
22.5

26.1

0.0

20.0

40.0

60.0

高齢者のいる世帯数 高齢者のひとり世帯 高齢者夫婦世帯

（％）

香取市

千葉県

国
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３ 高齢者の就業状況 

65 歳以上人口に占める就業者人口の割合は、平成２年の 21.4％に比べ平成 17 年では 23.1％

と若干増加しており、平成 17年時点で、国、県と同程度となっています。 

また、その内訳としては、75 歳以上の占める割合が、平成２年の 15.9％から平成 17 年では

22.9％と２割を超し増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

資料：国勢調査 

資料：国勢調査 

高齢者の就労者数の推移

3,076

4,124
4,613

5,020

21.4
23.5 23.123.8

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年

（世帯）

0.0

6.0

12.0

18.0

24.0

30.0

（％）

65歳以上就業者人口

65歳以上人口に占める
就業者人口の割合

平成17年度　高齢者就労の割合の比較

23.1 22.1 22.9

77.1

21.3

81.4

18.6 22.3

77.7

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

65歳以上人口に占める
就業者人口の割合

65歳以上就業者人口に占める
65～74歳の割合

65歳以上就業者人口に占める
75歳以上の割合

（％）

香取市

千葉県

国

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年

47,922 48,327 48,407 46,828

14,400 17,342 19,668 21,707

3,076 4,124 4,613 5,020

21.4 23.8 23.5 23.1

65～74歳（人） 2,587 3,480 3,751 3,872

（65歳以上就業者人口に占める65～74歳の割合）（％） 84.1 84.4 81.3 77.1

75歳以上（人） 489 644 862 1,148

（65歳以上就業者人口に占める75歳以上の割合）（％） 15.9 15.6 18.7 22.9

全就労人口（人）

65歳以上人口（人）

65歳以上就業者人口（人）

（65歳以上人口に占める就業者人口の割合）（％）
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４ 高齢者の疾病構造 

65 歳以上の疾病状況を見ると、高血圧や脳梗塞、心疾患などの循環器系の疾患が 31.5％と全

体の３割を占め最も多くなっています。次いで、腰痛や関節炎などの筋骨格系及び結合組織の

疾患や糖尿病などの内分泌・栄養及び代謝疾患がそれぞれ１割以上となっています。 

また、60 歳以上の死因順位を見ると、60 歳代、70 歳以上ともに、上位３位は悪性新生物、

心疾患、脳血管疾患と、生活習慣病関連の疾病が占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 19 年度疾病統計表 

（香取市の国保加入者のみ） 

年齢階級別死因順位 （人）

１位 悪性新生物 47 悪性新生物 164
２位 心疾患 14 心疾患 140
３位 脳血管疾患 6 脳血管疾患 116
４位 糖尿病 6 肺炎 111
５位 自殺 5 老衰 67

70歳以上60～69歳

資料：健康づくり課 

平成 19 年度 

65歳以上の疾病状況 （％）
疾患の種類 構成比

高血圧や脳梗塞、心疾患など（循環器系の疾患） 31.5
腰痛や関節炎など（筋骨格系及び結合組織の疾患） 11.5
糖尿病など（内分泌・栄養及び代謝疾患） 10.0
白内障や結膜炎など（眼及び付属器の障害） 8.9
虫歯や胃炎など（消化器系の疾患） 6.6
胃がんや肺がんなど（新生物） 4.4
風邪や肺炎など（呼吸器系の疾患） 4.1
腎不全など（尿路性機関の疾患） 3.5
皮膚炎など（皮膚及び皮下組織の疾患） 2.9
うつ病など（精神及び行動の障害） 2.2
骨折など（損傷・中毒及びその他の外因の影響） 2.0
アルツハイマーなど（神経系の疾患） 1.8
結核など（感染症及び寄生虫症） 1.7
中耳炎など（耳及び乳様突起の疾患） 1.3
貧血など（血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害） 0.5
その他 7.1
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第２節 介護保険の状況 

１ 認定率・認定者数の状況 

認定率の推移を見ると、近年緩やかに増加していますが、国・県と比べると低い値で推移し

ています。平成 20年時点では 11.5％と、認定率はほぼ横ばいとなっています。 

認定者数の推移を見ると、平成 15 年から平成 20 年までの６年間で 800 人以上の増となって

います。その内訳としては、特に要介護１以下の軽度の認定者の数が増えており、認定に至る

前の予防の取り組みが重要となってきます。 

なお、要支援・要介護状態になる可能性の高い高齢者（特定高齢者）を把握するための特定

高齢者把握事業の平成 19年度実績を見ると、生活機能評価実施者数 4,427 人に対し、534 人が

特定高齢者と、約１割程度となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険事業状況報告 

   各年３月末現在 

資料：介護保険事業状況報告 

   各年３月末現在 

 

認定率の推移
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13.0
12.913.012.712.1
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（％）
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要介護認定者等の推移

169 233 255 301 265 263

228 309413
567 683 705

530 435408
327

370 368 421 440
281

352
343 391

484 501

255

329
317

321
345 353

303 288

270
308

232

314

2,589

1,758

2,078
2,276

2,400
2,576

0

1,000

2,000

3,000

平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年

（人）

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援

特定高齢者把握事業　平成19年度実績 （人）

地区名
生活機能評
価実施者数

該当者数 運動 栄養 口腔
閉じこ
もり

認知 うつ

佐原地域包括支援
センター

1,699 201 115 18 94 32 87 59

小見川地域包括支
援センター

2,728 333 218 20 132 49 137 90

合　　計 4,427 534 333 38 226 81 224 149
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２ 介護保険事業の運営状況 

第３期計画期間の過去２年間のサービス受給者数の推移を見ると、各サービスとも増加傾向

にあります。 

同様に、サービスの給付費についても、各サービスとも増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービスの給付費の推移　（総給付）

1,512 1,567

215 257

1,419 1,436

0

600

1,200

1,800

平成18年度 平成19年度

（百万円）

居宅サービス

施設サービス

地域密着型サービス

サービスの受給者数の推移　（総数）

47,463
48,956

5,897

935 1,129

6,011

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

平成18年度 平成19年度

（人）

居宅サービス

施設サービス

地域密着型サービス
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第３節 アンケート調査の結果 

１ 調査の概要 

（１）調査の目的 

 このアンケート調査は、香取市高齢者保健福祉計画・第４期介護保険事業計画の見直しにあ

たり、高齢者や認定者ご本人のサービス利用状況や意識・意向を把握し、基礎資料を得ること

を目的として実施しました。 

 

（２）調査方法 

調査は４種類行い、各調査の調査方法は下記の通りです。 

 ①一般高齢者 ②認定者（居宅） ③認定者（施設） ④事業所 

調査地域 香取市全域 

調査対象者 65歳以上の方よ

り無作為抽出 

認定者（施設利用

者以外）より無作

為抽出 

認定者（施設利用

者）より無作為抽

出 

市内にある事業

所すべて 

調査期間 平成20年６月25日～平成20年７月10日まで 

調査方法 調査票による本人記入方式 郵送配布・郵送回収による郵送調査方法 

 

（３）回収結果 

各調査の回収結果は下記の通りです。 

種 類 配布件数 有効回収件数 回収率 

①一般高齢者 1,999 件 1,367 件 68.4 ％ 

②認定者（居宅） 1,220 件 727 件 59.6 ％ 

③認定者（施設） 250 件 175 件 70.0 ％ 

④事業所 79 件 72 件 91.1 ％ 

合計 3,548 件 2,341 件 66.0 ％ 

 

（４）結果の見方 

①図表の「n (number of case)」は、質問項目に対する回答者数を表しています。 

②回答比率は百分率（%）で表し、小数点第２位を四捨五入して算出するため、合計が 100%にな

らない場合があります。 

③「SA (single answer)」は単数回答で、各設問について１つの選択肢のみの回答を示してい

ます。また、「MA (multiple answer)」は複数回答で、各設問に対して２つ以上の選択肢を回

答しています。 

④質問項目に「あてはまるものにすべて○」または「３つまで選んで○」とあるものに関して

は、１人の回答者が複数の選択肢に回答することができる質問であるため、すべての回答比

率を合計すると 100％を超える場合があります。 
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１ 属性 

回答者の属性は、一般高齢者では若い年代ほど割合が高くなっていますが、認定者について

は、年代が上がるほど割合が高く、85 歳以上が居宅で約４割、施設は約半数を超えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世帯について見ると、２世帯以上の同居（あなたとあなたの子どもや孫といった家族との同

居）が一般高齢者、認定者ともに約６割と最も多くなっています。 

一方で、「高齢者のひとり世帯」についても多くなっており、「高齢者夫婦世帯」は一般高齢

者において多く、「高齢者のひとり世帯」は認定者（施設）の入所前の世帯構成として最も多く

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■一般高齢者 (SA) n=1367

0.0

27.5

25.2

21.5

14.8

6.7

4.3

0 10 20 30 40

50～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85歳以上

無回答

%

■認定者（居宅）　(SA) n=727

8.7

5.9

8.8

15.5

23.0

37.4

0.7

0 10 20 30 40 %

■認定者（施設）　(SA) n=175

5.7

4.0

6.9

13.7

20.0

49.1

0.6

0 20 40 60 %

■一般高齢者 (SA) n=1367

8.2

22.8

3.9

59.5

2.1

3.5

0 20 40 60 80

高齢者のひとり世帯

高齢者夫婦世帯

あなたとその他の高齢者
（65歳以上）のみの世帯

あなたとあなたの子どもや孫
といった家族との同居世帯

その他

無回答

%

■認定者（居宅）　(SA) n=727

10.5

13.9

7.8

62.2

3.7

1.9

0 20 40 60 80 %

■認定者（施設）　(SA) n=727

18.9

10.9

5.1

60.0

2.3

2.9

0 20 40 60 80 %
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２ 健康に関する状況 

一般高齢者調査で現在健康だと思うかどうかについては、「そう思う」と「ややそう思う」を

合わせると、６割以上は健康だと思うとの回答になっています。しかし、「あまり思わない」と

「そう思わない」を合わせると３割近くは健康ではないとの回答となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、疾病状況について、一般高齢者に対しては最近わずらった病気やけが、認定者に対し

ては認定を受けた原因となった病気やけがについてきいたところ、一般高齢者では「高血圧症」

や「糖尿病」が多く、認定者ではそれらの疾病が重症化した状態である「脳血管疾患」が多く

なっています。脳血管疾患や心臓病などの生活習慣病については早めの予防で発症を抑えるこ

とができるため、早い段階から良い生活習慣を身に付けていくことが必要となります。 

また、居宅の認定者の中では、次いで「骨折・骨粗しょう症」が約２割と多く、認定前の時

点での転倒予防等の介護予防が重要となります。施設の認定者の中では「認知症」の割合が高

く３割以上が「認知症」との回答となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■一般高齢者 (SA) n=1367

そう思う
30.4%

あまり思わない
17.6%

無回答
6.1%そう思わない

11.3%

ややそう思う
34.6%

■一般高齢者 (SA) n=1367

5.7

11.9

4.4

5.8

13.2

1.1

0.6

14.0

12.6

10.8

10.6

45.3

3.1

9.3

13.5

0.6

3.5

0 10 20 30 40 50

脳血管疾患

心臓病

がん

呼吸器疾患

関節疾患

認知症

パーキンソン病

糖尿病

視覚・聴覚障害

骨折・骨粗しょう症

高脂血症

高血圧症

せき髄損傷

高齢による衰弱

その他

不明

無回答

%

■認定者（居宅）　(SA) n=727

31.5

9.6

2.2

3.7

8.8

17.1

3.3

8.8

4.7

20.8

2.1

14.3

4.7

17.7

9.4

0.7

4.0

0 10 20 30 40%

■認定者（施設）　(SA) n=175

52.0

5.7

1.1

2.9

6.9

36.0

4.6

7.4

4.6

13.1

1.1

9.1

1.1

13.1

6.9

1.7

3.4

0 10 20 30 40 50 60%
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３ 地域活動の状況 

一般高齢者調査で地域活動に参加したことがあるかどうかについては、半数の 50.2％は「特

に活動はしていない」との回答となっています。また、参加したことがあるなかでは、「環境美

化に関する活動」や「スポーツに関する活動」、「高齢者に関する活動」が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後、地域活動に参加したいかどうかについては、全体では「参加したくない」が約４割を

占め多くなっています。一方、「参加したい」は全体の約３割となっていますが、その内訳とし

ては主に 65～74 歳からの回答が多くなっています。 

地域活動については、生きがいづくりの視点や、地域福祉を支える担い手の視点からも今後

推進していく必要があります。そこで、活動しやすい環境の整備や、活動推進のための情報提

供などを進めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

■一般高齢者 (SA) n=1367

7.2

1.2

0.5

1.1

0.7

9.1

6.1

7.7

3.9

1.3

50.2

27.3

0 10 20 30 40 50 60

高齢者に関する活動

障害者に関する活動

子育てに関する活動

保健に関する活動

青少年に関する活動

環境美化に関する活動

文化や芸術に関する活動

スポーツに関する活動

防災や防犯、交通安全等に関する活動

その他

特に活動はしていない

無回答

%

■一般高齢者 (SA) n=1367

参加したい
27.4%無回答

31.3%

参加したく
ない
41.3%

○今後参加したい（年代別）

27.4

38.6

35.9

18.4

16.8

9.2

4.8

20.0

0 20 40 60

全体

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90～94歳

95以上歳

％
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４ 介護の状況 

認定者（居宅）に対し、家族介護者の有無については、「いる」が全体の約７割となっていま

す。家族介護者の続柄については、「配偶者」が約３割と多く、次いで「息子の妻」、「娘」、「息

子」となっており、年代については 70 歳以上が 36.7％と最も多く、老老介護状態であること

がうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護をしていて困ることについては、「精神的な負担が大きい」が 61.1％と最も多く、次い

で「肉体的な負担が大きい」が 43.0％、「急な用事等があっても、家をあけられない」が 36.5％

となっています。最も回答が多かった精神的な負担については要介護１以上の認定者の家族で

６割以上と高く、家族介護者への精神的負担を和らげる支援が必要となります。一方、要支援

１、２では「特に困っていることはない」についても多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■認定者（居宅）　(SA) n=493

13.6

23.9

16.8

0.4

0.8

0.2

2.2

10.5

31.4

0 10 20 30 40

配偶者

息子

息子の妻

娘

娘の夫

孫

兄弟姉妹

その他

無回答

%

■認定者（居宅）　(SA) n=727

いない
18.4%

無回答
13.8%

いる
67.8%

■認定者（居宅） (SA) n=493

0.0

0.2

0.8

8.7

23.5

28.0

36.7

2.0

0 10 20 30 40

 10歳代

 20歳代

 30歳代

 40歳代

 50歳代

 60歳代

 70歳以上

無回答

%

■認定者（居宅）　(SA) n=493

27.2

61.1

43.0

8.3

23.7

36.5

6.7

1.6

14.0

7.9

0 10 20 30 40 50 60 70

経済的な負担が大きい

精神的な負担が大きい

肉体的な疲労が大きい

介護の仕方がよくわからない

介護で忙しく自分の時間が取れない

急な用事等があっても、家をあけられない

家族や親戚の理解が得られない

その他

特に困っていることはない

無回答

%

○精神的な負担が大きい

61.8

45.8

43.2

72.2

64.0

68.6

76.8

64.1

0 50 100

全体

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

％

○肉体的な疲労が大きい

43.2

18.6

33.3

37.5

40.7

55.8

67.9

53.8

0 50 100％

○急な用事等があっても、
家をあけられない

37.2

25.4

27.2

33.3

36.0

40.7

58.9

46.2

0 50 100％

○特に困っていることはない

13.6

30.5

22.2

12.5

11.6

8.1

0.0

7.7

0 20 40 ％
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５ 介護保険制度の認知・利用状況 

一般高齢者調査で介護保険制度については、「内容まで知っている」は 17.3％と２割以下に

とどまり、大半は「名前は知っている」となっています。また、「知らない」についても約１割

となっており、今後具体的な内容面を含めた周知をしていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定者（居宅）調査で介護保険サービスの利用については、75.2％と大半は「利用している」

としていますが、現在または過去にも「利用したことはない」については約２割となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険サービスを利用していない理由としては、「家族介護で何とかやっていけるから」が

44.5％と最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■一般高齢者 (SA) n=1367

名前は知って
いる

65.3%

内容まで知っ
ている
17.3%知らない

9.6%

無回答
7.8%

■認定者（居宅）　(SA) n=727

以前は利用して
いたが、現在は
利用していない

7.2%

利用している
75.2%

まだ利用したこ
とはない

14.2%

無回答
3.4%

■認定者（居宅） (MA)  n=155

44.5

10.3

3.9

5.2

10.3

7.1

5.2

11.0

4.5

11.0

19.4

0 10 20 30 40 50

家族介護で何とかやっていけるから
サービスを利用する必要はなかったが、

申請しただけだから
申請時より状態が改善したから

他人を家に入れたくないから

外出するのが大変だから

どのようなサービスがあるのかわからないから

サービスを受ける手続きがわからないから

利用者負担が払えないから

受けたいサービスがないから

その他

無回答

%
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６ 地域包括支援センターの認知度 

地域包括支援センターについて、一般高齢者では「知らない」との回答が大半となっていま

す。また、認定者（居宅）では、「知っている」が３割を超えますが「知らない」の方が上回っ

ており、今後地域ケア体制構築の上で中核的な役割を果たす地域包括支援センターのより一層

の周知が必要となります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 今後の居住意向 

今後介護が必要となった場合には、一般高齢者、認定者（居宅）ともに、「家族などを中心に

自宅で介護してほしい」と「介護保険のサービスや保健福祉サービスを活用しながら自宅で介

護してほしい」を合わせると約５割が自宅での介護を望んでいます。そのため、自宅での介護

を支援するための居宅介護サービスや保健福祉サービスの充実が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■一般高齢者 (SA) n=1367

0.4

15.9

38.2

36.4

3.2

5.9

0 10 20 30 40 50

大変詳しく知っている

ある程度知っている

あまり知らない

全く知らない

どちらともいえない

無回答

%

■認定者（居宅）(SA) n=727

1.2

35.6

34.5

19.7

3.9

5.1

0 10 20 30 40 %

■一般高齢者 (SA) n=1367

14.6

35.1

7.0

1.0

5.4

9.1

1.2

18.4

8.1

0 10 20 30 40

家族などを中心に自宅で介護してほしい

介護保険のサービスや保健福祉サービスを
活用しながら自宅で介護してほしい

介護付きの生活施設（ケアハウス・
有料老人ホームなど）に入所したい
認知症対応型共同生活介護

（グループホーム）などで共同生活したい
老人保健施設（老健）や特別養護
老人ホーム（特養）に入所したい
病院（介護療養型医療施設）など

に入所したい

その他

わからない

無回答

%

■認定者（居宅）(SA) n=727

10.9

31.8

1.8

1.8

6.2

3.4

0.7

11.8

31.6

0 10 20 30 40 %
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８ 介護保険サービスの利用意向 

介護保険サービスの利用意向について見ると、居宅サービスについて、一般高齢者ではほぼ

すべてのサービスについて３割以上の利用意向があり、認定者（居宅）では特に「通所介護」、

「紙おむつの給付」、「訪問介護」等が多くなっています。 

地域密着型サービスは、一般高齢者で「小規模多機能型居宅介護」、「認知症対応型通所介護」、

「夜間対応型訪問介護」が約３割と多くなっています。 

施設サービスは、一般高齢者では３施設とも３割以上の利用意向があり、認定者（居宅）で

は「介護老人福祉施設」が約２割と多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.3

35.6

42.0

34.6

38.0

41.0

38.2

34.2

35.7

26.0

41.8

41.0

44.1
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９ 今後の高齢者施策について 

今後の高齢者施策で充実して欲しいものとしては、一般高齢者、認定者ともに、「困った時に

気軽に相談できる窓口の設置」や「健診や健康づくり」が多くなっています。 

また、一般高齢者と認定者（居宅）においては「家族介護者への支援」や「認知症高齢者お

よびその家族への支援」についても割合が高くなっています。 
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10 事業所の動向について 

事業所調査では、今後の事業規模について、大半の 77.7%は「現状維持」の予定としていま

す。また、「拡大する予定」は 12.5％と約１割程度あり、その内訳として現在居宅介護支援を

提供している事業所からが４、訪問介護が３、認知症対応型共同生活介護が２となっています。 
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第第第第３３３３章章章章    香取市香取市香取市香取市のののの高齢者高齢者高齢者高齢者をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる将来像将来像将来像将来像    

 

第１節 基本的な考え方 

１ 基本理念 

香取市総合計画では、「市民協働による 暮らしやすく 人が集うまちづくり」を基本理念と

し、「元気と笑顔があふれるまち 一人ひとりの市民が輝く 活気みなぎる やすらぎの郷 香

取」を将来都市像としています。 

本計画は、この将来像を実現するための基本目標の一つとして掲げた、「住みなれた地域で、

誰もが安心していきいきと暮らせるまちづくり」を推進するための計画です。 

これまで香取市においては、香取市高齢者保健福祉計画・第３期介護保険事業計画の中で、

「市民と民間と行政の協働による一人ひとりを大切にするまちづくり」を基本理念として誰も

が住みなれた地域で支え合いながら健康で元気に暮らせるぬくもりあるまちづくりを目指して

きました。 

今後、高齢者のひとり世帯の増加や団塊の世代の高齢化や少子高齢化が進行していく中で、

地域の中で支え合いながら元気に暮らしていくためには、市民協働が必要となってきます。 

そのため、本計画においても引き続き第３期計画の基本理念を踏襲し、地域住民、関係機関・

団体、市がそれぞれの立場で高齢者を支えるために連携し、住みなれた地域で誰もが安心して

暮らせるまちづくりを目指します。 

 

 

 

 

 

２ 主要課題 

（１）市民と民間と行政の協働体制の強化 

第３期に引き続き、保健サービス、福祉サービス、介護保険サービスの提供や生きがいづ

くりなどについて、香取市としての協働体制を強化していく必要があります。 

 

（２）一人ひとりへの支援体制の強化 

佐原区、小見川区、山田区、栗源区の各日常生活圏域に基づき、地域包括支援センターを

拠点として、各地区における高齢者やその家族などへの支援体制の強化を図る必要がありま

す。 

 

 

市民と民間と行政の協働による一人ひとりを大切にするまちづくり 
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第２節 要介護高齢者等の推計 

人口推計については、平成 18年と平成 19 年の 10月１日の住民基本台帳（外国人人口含む）

を基に推計しました。 

今後、高齢者人口は増加し、本計画の最終年度の平成 23 年度には、高齢化率が 27.0％とな

ることが見込まれます。 

 

■人口推計 

  平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 

総人口（人） 86,865 85,861 84,824 83,769 82,685 81,578 

０～39 歳（人） 33,199 32,207 31,158 30,168 29,141 28,239 

40～64 歳（人） 30,761 30,775 30,775 30,027 29,425 28,576 

65～74 歳（人） 11,174 10,885 10,718 11,254 11,661 12,266 

75 歳以上（人） 11,731 11,994 12,173 12,320 12,458 12,497 

高齢者計（人） 22,905 22,879 22,891 23,574 24,119 24,763 

高齢化率（％） 26.4 26.6 27.0 28.1 29.2 30.4 

 

■被保険者推計 

  平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 

第２号被保険者（人） 

（40～64 歳） 
30,761 30,775 30,775 30,027 29,425 28,576 

65～74 歳（人） 11,163 10,874 10,707 11,243 11,649 12,254 

75 歳以上（人） 11,730 11,993 12,172 12,319 12,457 12,496 

第１号被保険者（人）

（高齢者計） 
22,893 22,867 22,879 23,562 24,106 24,750 

 

※ 人口推計は、平成 18年 10 月１日と平成 19年 10 月１日の住民基本台帳（外国人人口含む）

をもとに、コーホート要因法により算出しました。また、人口推計に基づき、平成 18年、平

成 19年の被保険者の割合により、被保険者推計を行いました。 

 

【参考】被保険者実績値 

  平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

第２号被保険者（人） 

（40～64 歳） 
31,371 31,146 30,906 

65～74 歳（人） 11,035 11,015 11,065 

75 歳以上（人） 10,995 11,310 11,498 

第１号被保険者（人）

（高齢者計） 
22,030 22,325 22,563 

資料：介護保険事業状況報告 
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認定者数の推計は以下の通りとなります。 

 

■認定者の推計                                 （人） 

  平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 

第 1 号被保険者 2,686 2,729 2,760 2,806 2,846 2,872 

要支援 1 等 281 286 289 294 298 301 

要支援 2 314 319 323 328 333 336 

要介護 1 466 474 480 487 494 499 

要介護 2 447 453 458 466 473 478 

要介護 3 514 522 528 537 544 550 

要介護 4 357 363 368 373 379 382 

 

要介護 5 306 311 315 320 324 327 

第 2 号被保険者 115 115 115 112 110 106 

要支援 1 等 8 8 8 8 8 7 

要支援 2 17 17 17 16 16 16 

要介護 1 26 26 26 25 25 24 

要介護 2 20 20 20 19 19 18 

要介護 3 14 14 14 13 13 13 

要介護 4 14 14 14 13 13 13 

 

要介護 5 17 17 17 16 16 16 

計 2,800 2,844 2,874 2,917 2,955 2,979 

要支援 1 等 289 294 297 302 306 308 

要支援 2 331 336 340 345 349 352 

要介護 1 492 500 505 512 519 522 

要介護 2 466 473 478 485 492 496 

要介護 3 528 536 541 550 558 562 

要介護 4 371 377 381 387 392 395 

 

要介護 5 323 328 332 336 340 343 

 

※ 認定者の推計は、前出被保険者推計を基に、平成 18 年、平成 19年の認定者率等を加味し、

算出しました。 
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第３節 将来像を達成するために重要な施策 

平成 18 年度より、高齢者が住みなれた地域で生活を継続できるよう、できるだけ要介護状態

にならない予防対策や、高齢者の状態の変化に応じ切れ目ない介護サービスや医療サービスの

提供といった、総合的なケアマネジメントを行うために、地域包括支援センターを設置しまし

た。 

地域包括支援センターは、佐原区と栗源区を担当する佐原地域包括支援センターと、小見川

区と山田区を担当する小見川地域包括支援センターの２か所となっており、いずれも市直営で

設置しています。 

今後、住みなれた地域で誰もが安心して暮らせる体制づくりのために、この地域包括支援セ

ンターを中核的な機関として位置づけ、市民、各種機関との協働による地域ケア体制を構築し

ていく必要があります。 

そこで、現在認知度が低くなっている地域包括支援センターの周知や情報提供を積極的に行

うとともにその機能強化をしていきます。また、自治会や高齢者クラブなどの活動やボランテ

ィア活動、ＮＰＯ等の住民活動への支援や活性化などを推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者高齢者高齢者高齢者やややや    

そのそのそのその家族家族家族家族    

地域包括支援センター
高齢者地域高齢者地域高齢者地域高齢者地域ケアケアケアケア    

にににに関関関関するするするする司令塔司令塔司令塔司令塔    

自治会 

ボランティア 

民生児童委員 

高齢者クラブ 

ＮＰＯ 社会福祉協議会 

医療機関、保健所等 

 

居宅介護支援事業所 

 

サービス提供事業所 

 

各種関係機関 

 

住民による 
地域福祉活動 
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■計画の体系図 
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第第第第４４４４章章章章    介護保険事業介護保険事業介護保険事業介護保険事業のののの推進推進推進推進    

介護保険事業に関する各種サービスは下記のとおりとなっています。 

 

■介護保険サービス全体像 
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介
護
１
～
５ 

介
護
予
防
が
必
要 

介
護
予
防
事
業
（
地
域
支
援
事
業
） 

介
護
予
防
サ
ー
ビ
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（
予
防
給
付
） 

介
護
サ
ー
ビ
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（
介
護
給
付
） 

１ 居宅サービス    ⑩介護予防特定施設入居者生活介護 

①介護予防訪問介護（ホームヘルプ）  ⑪介護予防福祉用具貸与 

②介護予防訪問入浴   ⑫特定介護予防福祉用具販売 

③介護予防訪問看護   ⑬介護予防住宅改修 

④介護予防訪問リハビリテーション  ⑭介護予防支援 

⑤介護予防居宅療養管理指導   

⑥介護予防通所介護（デイサービス）  ２ 地域密着型サービス 

⑦介護予防通所リハビリテーション（デイケア） ①介護予防認知症対応型通所介護 

⑧介護予防短期入所生活介護（ショートステイ） ②介護予防小規模多機能型居宅介護 

⑨介護予防短期入所療養介護（ショートステイ） ③介護予防認知症対応型共同生活介護 
 

１ 居宅サービス   ２ 地域密着型サービス 

①訪問介護（ホームヘルプ）  ①夜間対応型訪問介護 

②訪問入浴   ②認知症対応型通所介護 

③訪問看護   ③小規模多機能型居宅介護 

④訪問リハビリテーション  ④認知症対応型共同生活介護 

⑤居宅療養管理指導  ⑤地域密着型特定施設入居者生活介護 

⑥通所介護（デイサービス）  ⑥地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

⑦通所リハビリテーション（デイケア）  

⑧短期入所生活介護（ショートステイ） ３ 施設サービス 

⑨短期入所療養介護（ショートステイ） ①介護老人福祉施設 

⑩特定施設入居者生活介護  ②介護老人保健施設 

⑪福祉用具貸与   ③介護療養型医療施設 

⑫特定福祉用具販売 

⑬住宅改修 

⑭居宅介護支援 

１ 介護予防事業 

（１）介護予防特定高齢者施策 

（ハイリスクアプローチ） 

①特定高齢者把握事業 

（介護予防スクリーニング） 

②通所型介護予防事業 

③訪問型介護予防事業 

④介護予防特定高齢者施策評価事業 

（２）介護予防一般高齢者施策 

（ポピュレーションアプローチ） 

①介護予防普及啓発事業 

②地域介護予防活動支援事業 

③介護予防一般高齢者施策評価事業 

 

２ 包括的支援事業 

（１）介護予防ケアマネジメント事業 

 

※高齢者・家族介護者全般対象 

 

２ 包括的支援事業 

（２）総合相談支援事業 

（３）権利擁護事業 

（４）包括的・継続的マネジメント業務 

 

３ 任意事業 

（１）介護給付等費用適正化事業 

（２）家族介護支援事業 

①家族介護教室 

②認知症高齢者見守り事業 

③家族介護継続支援事業 

（３）その他事業 

①成年後見制度利用支援事業 

②住宅改修支援事業 

③生活管理指導員派遣事業 

④認知症地域支援体制構築事業 
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《 サービス見込量算出の考え方 》 

・第１節地域支援事業については、過去の実績を勘案して見込みました。 

・第２節予防給付、第３節介護給付に関しては､下記のとおり見込みました。 

 

※「第２節予防給付」、「第３節介護給付」の事業量見込値算出の考え方 
 

前出要介護認定者の推計に基づき、今後の事業量見込値を算出しました。 

中でも、施設・居住系のサービスについては、各施設等の今後の整備予定数等を踏まえて見

込みました。 

それ以外の居宅系サービスについては、概ね下記のような方法で見込みました。 

・要介護認定者の見込値から、上記施設・居住系サービスの利用者数を抜いたものを、居宅

系サービスの対象者数としました。その中で、実際に何らかの居宅系サービスを利用して

いる割合（受給率）を、過去の実績をもとに算出し、上記居宅系サービスの対象者数に乗

じることで、居宅系サービスの受給者数を算出しました。 

・各サービス、各要介護度、各年別に、受給者の中で実際に利用している方の割合（利用率）

を見込みました。 

・居宅系サービスの受給者数に対し、各サービス別に見込んだ要介護度別、年度別利用率を

乗じ、要介護度別、年度別利用者数を算出しました。 

この方法で年間あたりの日数・回数・人数で表したものが、事業量の推計となります。 

 

なお、事業量推計の際には、香取・海匝圏域では全国水準に比べ施設が少ないことや香取市

における施設待機者が 200 人を超すことなどを考慮し、第４期期間内に施設整備を進めていく

方向性のもと、施設利用者の数を増やして見込んでいます。 

そのため、第３期計画策定時に国から示された目標値のうち、要介護２～５の認定者に対す

る施設（介護保険３施設、地域密着型介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護、特定施

設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護）利用者の割合を、平成 26 年度に 37％

以下という目標値より若干上回る 41.2％で見込んでいます。 

また、介護保険３施設の利用者数全体に対する要介護４～５の割合を 70％以上という目標値

については、70.5％として見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

要介護2～5の要介護者数（人） 1,688       1,714       1,732       1,759       1,782       1,796       

施設･居住系サービス利用者数（人） 638         664         742         740         740         740         

要介護2～5の割合（％） 37.8 38.7 42.8 42.1 41.5 41.2

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

施設利用者数（人） 507         530         589         587         587         587         

うち要介護4～5（人） 281         313         370         382         398         414         

要介護4～5の割合（％） 55.4 59.1 62.8 65.1 67.8 70.5
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第１節 地域支援事業 

高齢者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態となった場合においても、

可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援

事業（介護予防事業、包括的支援事業、任意事業）を実施します。 

 

 

 

 

 

１ 介護予防事業 

介護予防事業は、要支援・要介護状態になる可能性の高い高齢者（特定高齢者）を対象に事

業を実施する「特定高齢者施策（ハイリスクアプローチ）」と、すべての高齢者を対象に事業を

実施する「一般高齢者施策（ポピュレーションアプローチ）」により構成されています。事業の

対象や実施方法は異なりますが、連続的かつ一体的に実施されるよう、相互に緊密な連携を図

るよう努めます。 

 

（１）介護予防特定高齢者施策（ハイリスクアプローチ） 

特定高齢者を対象に、通所又は訪問により、要支援・要介護状態となることを予防するための

事業を実施します。 

①特定高齢者把握事業（介護予防スクリーニング） 

■事業の内容 

要支援、要介護認定を受けていない高齢者を対象に、生活機能評価を実施するとともに、地

域における保健、福祉、医療などの関係機関と連携し、介護予防特定高齢者施策の対象となる

人（特定高齢者）を把握します。 

実績値 

 平成 18 年度 平成 19 年度 
平成 20 年度 

（見込） 

特定高齢者数（人） 162 534 390 

 

見込量 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

特定高齢者数（人） 564 677    902 

 

②通所型介護予防事業 

■事業の内容 

特定高齢者把握事業により把握された特定高齢者を対象に、介護予防を目的として、「運動器

の機能向上」、「口腔機能の向上」、「栄養改善」等を実施します。 

地域支援事業 

１ 介護予防事業 

２ 包括的支援事業 

３ 任意事業 
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○通所型介護予防事業 

運動機能が低下している特定高齢者を対象に、居宅において自立した生活を維持する

ことを目的として、運動器の機能向上事業を介護サービス事業所に委託して実施します。 

○高齢者筋力向上トレーニング事業 

運動機能が低下している特定高齢者を対象に、トレーニングマシン等を使って筋力や

バランス能力の向上を図ります。 

○口腔機能向上事業 

口腔機能が低下している特定高齢者を対象に、歯科衛生士等による口腔機能向上教室

を開催し、摂食・嚥下機能訓練、口腔清掃の自立支援等を実施します。 

○栄養改善事業 

低栄養状態にある特定高齢者を対象に、栄養状態の改善を図るため、管理栄養士によ

る栄養相談や集団的栄養教育（栄養改善教室）等を実施します。 

 

実績値 

 平成 18 年度 平成 19 年度 
平成 20 年度 

（見込） 

参加延べ人数（人） － 29 65 

 

見込量 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

参加延べ人数（人） 126 166    186 

 

③訪問型介護予防事業 

■事業の内容 

特定高齢者のうち、閉じこもり、認知症、うつ等のおそれがある（またはそれらの状態にあ

る）高齢者を対象に、保健師等が訪問し、生活機能に関する問題を総合的に把握・評価して、

必要な相談・指導等を実施します。 

 

実績値 

 平成 18 年度 平成 19 年度 
平成 20 年度 

（見込） 

参加延べ人数（人） － 11 18 

 

見込量 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

参加延べ人数（人） 30 50    55 
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④介護予防特定高齢者施策評価事業 

■事業の内容 

事業の成果、事業量、事業プロセスなどについて、それぞれ指標を定めて評価を実施します。 

 

（２）介護予防一般高齢者施策（ポピュレーションアプローチ） 

高齢者の身近な地域において、自主的な介護予防活動に取り組むことができるよう、介護予防

に関する知識の普及・啓発や地域の自主活動の育成・支援を実施します。 

①介護予防普及啓発事業 

■事業の内容 

介護予防に資する基本的な知識の普及啓発を図るためのパンフレットの作成・配布などを行

うほか、「転倒骨折予防教室」や「高齢者筋力向上トレーニング事業」を行います。 

○転倒骨折予防教室 

  一般の高齢者や高齢者クラブなどの団体等を対象に、転倒予防の必要性を認識し、高

齢者の体に合った軽い運動を日常生活に取り入れることにより、転倒予防に効果的な筋

力の向上やバランス能力、歩行能力の改善を図るため、スポーツインストラクターなど

による転倒骨折予防教室を開催します。 

○高齢者筋力向上トレーニング事業 

  一般の高齢者を対象に、トレーニングマシン等を使って筋力やバランス能力の向上を

図ります。 

 

実績値 

 平成18年度 平成19年度 
平成 20 年度 

（見込） 

参加延べ人数（人） 966 723 880 

筋力向上トレー

ニング事業（人） 865 382 380 参
加
プ
ロ

グ
ラ
ム 転倒骨折予防

教室（人） 101 341 500 

 

見込量 

 平成21年度 平成22年度 平成23年度 

参加延べ人数（人） 1,100 1,200 1,300 

筋力向上トレー

ニング事業（人） 400 400 400 参
加
プ
ロ

グ
ラ
ム 転倒骨折予防

教室（人） 700 800 900 
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②地域介護予防活動支援事業 

■事業の内容 

介護予防に資する地域活動組織の育成や支援をします。また、介護ボランティアの育成を図

ります。 

○介護ボランティア育成事業 

  高齢者が介護ボランティア活動に参加することが、自身の健康の保持や生きがいづく

りに寄与するとの観点から、介護ボランティアの育成について、関係機関と協力しなが

らその方法等を検討し、その育成に結び付けます。 

 

③介護予防一般高齢者施策評価事業 

■事業の内容 

介護予防一般高齢者施策事業について、事業のプロセス、実施方法、市民への周知方法など

について事業評価を実施します。 

 

 

２ 包括的支援事業 

高齢者ができる限り自宅や住み慣れた地域で過ごすことができるため、保健、医療、福祉に

関するサービスが包括的かつ継続的に提供される地域包括ケア体制の充実を目指し、包括的支

援事業として、「介護予防ケアマネジメント事業」、「総合相談支援事業及び権利擁護事業」、「包

括的・継続的マネジメント事業」を実施します。 

 

（１）介護予防ケアマネジメント事業 

■事業の内容 

介護予防特定高齢者施策への参加者が、身体的・精神的・社会的機能の維持・向上を図るこ

とができるように、「一次アセスメント」、「介護予防プラン作成」、「サービス提供後の再アセス

メント」、「事業評価」等のマネジメントを実施します。 



 

 30 

 

（２）総合相談支援事業 

■事業の内容 

高齢者やその家族の方々の介護、健康、福祉などあらゆる相談に対し、関係機関とのネット

ワークを活かしながら、適切なサービスや機関、制度の利用につなげる等の支援を行います。 

 

実績値 

 平成 18 年度 平成 19 年度 
平成 20 年度 

（見込） 

相談件数（件） 717 565 1,000 

 

見込量 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

相談件数（件） 1,400 1,700    2,000 

 

（３）権利擁護事業 

■事業の内容 

高齢者の尊厳と権利を守るため、成年後見制度の利用の促進を図るほか、関係機関と連携し、

高齢者虐待の防止及びその早期発見のための取り組みなどを行います。 

 

（４）包括的・継続的マネジメント業務 

■事業の内容 

高齢者の状態変化に応じた適切なケアマネジメントの長期的な実施、ケアマネジャーのスキ

ルアップ、ケアマネジメントの公正・中立性の確保などを図るため、ケアマネジャーを後方支

援するとともに、各職種の連携・協働による長期継続ケアの支援を実施します。 

 

３ 任意事業 

任意事業については、介護給付等の費用適正化、家族介護支援に資する事業などを実施しま

す。 

 

（１）介護給付等費用適正化事業 

■事業の内容 

介護保険制度の趣旨を踏まえた良質な事業展開のために必要な情報の提供など、利用者に適

切なサービスを提供できる環境の整備を図るとともに、不要なサービスが提供されていないか

の検証を行い、介護給付費の適正化を図ります。 

 

（２）家族介護支援事業 

■事業の内容 

要介護高齢者を介護する家族に対し、適切な介護知識・技術の習得や身体的・精神的・経済
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的負担の軽減を図ります。 

①家族介護教室 

要介護状態等の高齢者を介護する家族に対し、要介護者の状態の維持・改善を図るための介

護知識・技術や、外部サービスの適切な利用方法の習得及び介護者間の情報交換を内容とした

教室の開催や、介護者の心身のリフレッシュを目的とした健康管理・健康増進のための教室を

開催します。 

 

実績値 

 平成 18 年度 平成 19 年度 
平成 20 年度 

（見込） 

参加延べ人数（人） 44 110 100 

 

見込量 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

参加延べ人数（人） 100 100    100 

 

②認知症高齢者見守り事業 

地域における認知症高齢者の見守り体制を構築するため、認知症に対する広報・啓発活動、

徘徊高齢者を早期に発見できる仕組みの構築・運用を図ります。 

○認知症の人と家族の交流事業 

  認知症の人やその家族等が相互に情報交換できるような組織の育成について支援しま

す。 

○はいかい高齢者等探索サービス事業 

  はいかい行動時の高齢者等を早期に発見することで、介護者の精神的・身体的負担等

を軽減することを目的とし、探索機器の貸し出しについて支援します。 

 

③家族介護継続支援事業 

■事業の内容 

介護による家族の身体的・精神的・経済的負担を軽減するための事業として、「家族介護慰労

事業」や「家族介護用品支給事業」を実施します。 

○家族介護慰労事業 

  同居により要介護認定４又は５の状態にある者を介護している者で、３ヶ月以上の入

院も介護サービスの利用もない世帯非課税の者に対し、慰労金を支給します。 

○家族介護用品支給事業 

  要介護４及び５に相当する在宅の高齢者であって、市民税非課税世帯に属する者を現

に介護している家族に対し、介護用品を支給します。 
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（３）その他事業 

①成年後見制度利用支援事業 

■事業の内容 

成年後見制度の利用促進を図るため、判断能力が不十分な高齢者等に代わって市長が後見開

始等の審判の請求を行うとともに、生活保護法による被保護者等の経済的に成年後見制度を利

用することが困難な者に対し、成年後見人等の報酬等について助成をします。 

 

②住宅改修支援事業 

 ■事業の内容 

住宅改修支援事業として、住宅改修費の支給申請に係る理由書を作成し、申請を代行した事

業者に対し助成します。 

 

③生活管理指導員派遣事業 

■事業の内容 

基本的な動作又は生活習慣が確立されていないこと等により、日常生活を営む上で支障の

ある高齢者がいる家庭に、生活管理指導員を派遣し、要介護状態等となることを予防すると

ともに、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援します。 

 

実績値 

 平成 18 年度 平成 19 年度 
平成 20 年度 

（見込） 

利用延べ人数（人） 175 128 110 

 

見込量 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

利用延べ人数（人） 110 120    120 

 

 

④認知症地域支援体制構築事業 

 ■事業の内容 

  認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づくりを目指し、地域ぐるみの支

援体制の構築、認知症サポーターの養成を図ります。 

 

○認知症地域支援体制構築等推進事業 

  地域の資源マップを作成するとともに、その作成過程通じて、掲載される関係者の役

割について合意形成するとともに、関係者間のネットワークの構築と認知症コーディネ

ーターの育成を図ります。 

  地域包括支援センターは、認知症コーディネーターと連携しながら、関係者間のネッ
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トワーク化等により、認知症に関する相談について具体的な支援をします。 

○認知症サポーター養成事業 

  地域で暮らす認知症高齢者やその家族をサポートする認知症サポーターを育成若し

くは、育成のための支援をします。 
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第２節 予防給付 

要支援認定者が今後要介護状態等となることを予防するため、要支援１・２の方に対し、予

防給付（介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス）を実施します。 

 

 

 

 

（１）介護予防サービス 

要支援１・２の方を対象とした、要介護状態へ移行することを予防するためのサービスです。 

 

①介護予防訪問介護 

■サービスの内容 

訪問介護員（ホームヘルパー）等が自宅を訪問し、入浴や排せつ、食事等の介護、調理や洗

濯等の家事、日常生活の支援を行うサービスです。特に、できるだけ家事などを本人が行える

ように生活機能の向上をめざした支援を提供します。 

 

■サービスの現状 

利用者数は計画値に比べると低い値となっていますが、平成18年度の950人から、平成20年度

の1,236人と増加の傾向となっています。特に平成19年度にかけて増加した一因として、平成18

年度の法改正により要介護１が要支援２と要介護１に振り分けられたためと考えられます。 

市内の介護予防訪問介護を提供する事業所数は14事業所で、４区全てにあります。 

 

実績値                            （人/年） 

 平成 18 年度 平成 19 年度 
平成 20 年度 

（見込） 

実績 950 1,182 1,236 

第３期計画値 2,138 2,048 2,020 

計画対比（％） 44.4% 57.7% 61.2% 

 

■今後の方向性 

実績値は第３期計画値よりは下回っているものの、増加傾向にあります。訪問介護について

はアンケートでの利用意向もあることから、今後も若干の増加で見込んでいます。 

 

サービス提供見込量              （人/年） 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

1,251 1,273      1,284 

予防給付 
１ 介護予防サービス 

２ 地域密着型介護予防サービス 
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②介護予防訪問入浴介護 

■サービスの内容 

自宅を移動入浴車等が訪問し、浴槽を家庭に持ち込んで入浴の介護を行うサービスです。 

 

■サービスの現状 

利用回数は平成18年度では29回ですが、それ以降の利用はほぼない状態になっています。 

市内の介護予防訪問入浴介護を提供する事業所数は３事業所ありますが、１事業所は休止状

態となっています。 

実績値                          （回数/年） 

 
平成 18 年度 平成 19 年度 

平成 20 年度 

（見込） 

実績 29 2 0 

第３期計画値 150 144 141 

計画対比（％） 19.3% 1.4% 0.0% 

 

■今後の方向性 

実績値は各年とも非常に少なくサービスの特性からも今後も利用は想定されにくいため、見

込みません。しかし、サービス利用が必要な方が出てきた場合には必要に応じてサービスの提

供を行っていきます。 

 

サービス提供見込量             （回数/年） 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

0 0 0 
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③介護予防訪問看護 

■サービスの内容 

訪問看護ステーションや医療機関の看護師等が自宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助を

行うサービスです。 

 

■サービスの現状 

利用回数は平成18年度の31回から、平成20年度の33回とほぼ横ばいであり、計画値ともほぼ

同程度となっています。 

市内の介護予防訪問看護を提供する事業所数は４事業所ありますが、山田区、栗源区にはあ

りません。 

 

実績値                          （回数/年） 

 
平成 18 年度 平成 19 年度 

平成 20 年度 

（見込） 

実績 31 34 33 

第３期計画値 31 29 29 

計画対比（％） 100.0% 117.2% 113.8% 

 

■今後の方向性 

実績値は計画値とほぼ同程度であり極端な増加もなく、サービスの性質上、今後も同程度で

見込んでいます。 

 

サービス提供見込量             （回数/年） 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

34 34 34 
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④介護予防訪問リハビリテーション 

■サービスの内容 

理学療法士や作業療法士等が自宅に訪問し、心身の機能の維持・回復や日常生活の自立援助

のためのリハビリテーションを行うサービスです。 

 

■サービスの現状 

利用日数は平成18年度の５日から、平成20年度の34日と増加の傾向となっています。 

市内の介護予防訪問リハビリテーションを提供する事業所数は３事業所ありますが、そのう

ち１事業所が休止状態となっています。 

 

実績値                          （日数/年） 

 
平成 18 年度 平成 19 年度 

平成 20 年度 

（見込） 

実績 5 10 34 

第３期計画値 152 148 146 

計画対比（％） 3.3% 6.8% 23.3% 

 

■今後の方向性 

現状を加味し、利用日数を見込んでいます。 

 

サービス提供見込量             （日数/年） 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

48 48 48 
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⑤介護予防居宅療養管理指導 

■サービスの内容 

医師、歯科医師、薬剤師等が自宅を訪問し、療養上の管理と指導、情報提供を行うものです。 

 

■サービスの現状 

利用者は少ないですが、市内の介護予防居宅療養管理指導を提供する事業所は５事業所あり

ます。介護予防に関しては利用があまりない状況となっています。 

 

実績値                           （人/年） 

 
平成 18 年度 平成 19 年度 

平成 20 年度 

（見込） 

実績 16 12 14 

第３期計画値 115 111 111 

計画対比（％） 13.9% 10.8% 12.6% 

 

■今後の方向性 

実績値に大きな変動はなく、今後もほぼ横ばいで見込んでいます。  

 

サービス提供見込量              （人/年） 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

14 14 14 
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⑥介護予防通所介護 

■サービスの内容 

通所介護施設で入浴・食事などの支援と、介護や生活上の相談や助言、健康状態の確認、日

常生活動作訓練等を受けるサービスです。 

介護予防通所介護では、選択により、運動器の機能向上や栄養改善、口腔機能の向上などの

プログラムについても提供します。 

 

■サービスの現状 

利用者数は平成18年度の1,422人から、平成20年度の2,100人と増加の傾向となっています。

平成20年度では新規事業所が開設しており、今後も増加が予測されます。 

市内の介護予防通所介護を提供する事業所数は16事業所で、４区全てにあります。 

 

実績値                           （人/年） 

 
平成 18 年度 平成 19 年度 

平成 20 年度 

（見込） 

実績 1,422 1,975 2,100 

第３期計画値 2,558 2,459 2,429 

計画対比（％） 55.6% 80.3% 86.5% 

 

■今後の方向性 

実績値は伸びており、アンケートからも利用意向が多く今後の利用の増加が予測されます。

また、事業所を平成 21 年度に開設する予定であり提供体制も整えられるため、増加で見込んで

います。 

 

サービス提供見込量              （人/年） 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

 2,176 2,213 2,233 
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⑦介護予防通所リハビリテーション 

■サービスの内容 

介護老人保健施設や医療機関に通い、心身の機能の維持・回復を図り日常生活の自立を助け

るためのリハビリテーションを受けるサービスです。 

介護予防通所リハビリテーションでは、選択により、運動器の機能向上や栄養改善、口腔機

能の向上などのプログラムについても提供します。 

 

■サービスの現状 

利用者数は平成18年度の703人から、平成20年度の1,081人と増加の傾向となっています。特

に平成19年度にかけて増加した一因として、平成18年度の法改正により要介護１が要支援２と

要介護１に振り分けられたためと考えられます。 

市内の介護予防通所リハビリテーションを提供する事業所数は４事業所あります。 

 

実績値                           （人/年） 

 
平成 18 年度 平成 19 年度 

平成 20 年度 

（見込） 

実績 703 1,038 1,081 

第３期計画値 1,029 968 953 

計画対比（％） 68.3% 107.2% 113.4% 

 

■今後の方向性 

平成 19 年度から平成 20 年度にかけて大きな伸びはないので、今後は横ばいで見込んでいま

す。 

 

サービス提供見込量              （人/年） 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

1,094 1,114 1,125 
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⑧介護予防短期入所生活介護 

■サービスの内容 

介護老人福祉施設等に短期間宿泊し、食事、入浴、排せつなどの介護サービスや機能訓練を

受けるサービスです。 

 

■サービスの現状 

平成19年度及び平成20年度には新規事業所が開設されたため、利用日数は平成18年度の60日

から、平成20年度の170日と増加しています。市内の介護予防短期入所生活介護を提供する事業

所数は５事業所で、４区全てにあります。 

 

実績値                          （日数/年） 

 
平成 18 年度 平成 19 年度 

平成 20 年度 

（見込） 

実績 60 159 170 

第３期計画値 1,030 929 940 

計画対比（％） 5.8% 17.1% 18.1% 

 

■今後の方向性 

平成 19 年度から平成 20 年度にかけては施設が開設されたため増加しましたが、今後は横ば

いで見込んでいます。 

  

サービス提供見込量             （日数/年） 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

172 175 177 



 

 42 

⑨介護予防短期入所療養介護 

■サービスの内容 

介護老人保健施設や介護療養型医療施設等に短期間宿泊し、医学的管理のもとに看護や介護

機能訓練等を受けるサービスです。 

 

■サービスの現状 

利用日数は平成18年度の63日から、平成20年度の304日と増加の傾向となっており、計画値を

大幅に上回っていますが、現況の施設で対応できている状態です。 

市内の介護予防短期入所療養介護を提供する事業所数は３事業所あります。 

 

実績値                          （日数/年） 

 
平成 18 年度 平成 19 年度 

平成 20 年度 

（見込） 

実績 63 284 304 

第３期計画値 264 171 179 

計画対比（％） 23.9% 166.1% 169.8% 

 

■今後の方向性 

平成 19 年度から平成 20 年度にかけて大きな伸びはないので、今後は横ばいで見込んでいま

す。 

 

サービス提供見込量             （日数/年） 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

308 314 318 
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⑩介護予防特定施設入居者生活介護 

■サービスの内容 

介護保険法に基づく指定を受けた有料老人ホーム等で、一定の計画に基づいて提供される、

入浴や排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の支援、機能訓練を受けるサービスです。 

 

■サービスの現状 

市内に介護予防特定施設入居者生活介護施設はなく、利用者は現在他市の施設を利用してい

るため少なくなっています。 

 

実績値                           （人/年） 

 
平成 18 年度 平成 19 年度 

平成 20 年度 

（見込） 

実績 3 16 12 

第３期計画値 0 0 0 

計画対比（％） － － － 

 

■今後の方向性 

実績値は少ないものの、平成 21 年度に有料老人ホームの開設が予定されているため、今後は

増加の傾向で見込んでいます。 

 

サービス提供見込量              （人/年） 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

36 48 60 
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⑪介護予防福祉用具貸与 

■サービスの内容 

日常生活上の便宜を図る用具や機能訓練のための用具を貸与するサービスです。なお、利用

者の状態から見て使用が想定しにくい福祉用具については、保険給付対象外となります。 

 

■サービスの現状 

利用者数は平成18年度の336人から、平成20年度の426人と増加の傾向となっています。 

市内の介護予防福祉用具貸与を提供する事業所数は４事業所であり、山田区と栗源区にはな

い状況ですが、制度自体の理解の促進により利用が浸透してきており、適正にレンタルができ

ています。 

 

実績値                           （人/年） 

 
平成 18 年度 平成 19 年度 

平成 20 年度 

（見込） 

実績 336 410 426 

第３期計画値 771 744 730 

計画対比（％） 43.6% 55.1% 58.4% 

 

■今後の方向性 

実績値は若干の伸びがあり、今後も同程度で見込んでいます。 

 

サービス提供見込量              （人/年） 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

431 438 443 
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⑫特定介護予防福祉用具販売 

■サービスの内容 

福祉用具のうち、貸与になじまない入浴や排せつのための用具の購入費の一部を支給するサ

ービスであり、指定された販売店からの購入に限られます。なお、利用者の状態から見て使用

が想定しにくい福祉用具については、保険給付対象外となります。 

 

■サービスの現状 

利用者数は平成18年度の34人から、平成20年度の63人と増加の傾向となっています。 

市内の特定介護予防福祉用具販売を提供する事業所数は４事業所あります。 

 

実績値                           （人/年） 

 
平成 18 年度 平成 19 年度 

平成 20 年度 

（見込） 

実績 34 51 63 

第３期計画値 68 66 65 

計画対比（％） 50.0% 77.3% 96.9% 

 

■今後の方向性 

実績値は若干の伸びがあり、今後も同程度で見込んでいます。 

 

サービス提供見込量              （人/年） 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

64 65 65 
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⑬介護予防住宅改修 

■サービスの内容 

手すりの取り付けや段差解消、洋式便器への取り替えなどの住宅改修を行った場合、その費

用を補助するサービスです。改修前に事前申請が必要です。 

 

■サービスの現状 

利用者数は平成18年度の30人から、平成20年度の36人とほぼ横ばいとなっています。 

 

実績値                           （人/年） 

 
平成 18 年度 平成 19 年度 

平成 20 年度 

（見込） 

実績 30 36 36 

第３期計画値 48 46 45 

計画対比（％） 62.5% 78.3% 80.0% 

 

■今後の方向性 

現状を加味し、ほぼ横ばいで見込んでいます。 

 

サービス提供見込量              （人/年） 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

38 38 39 
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⑭介護予防支援 

■サービスの内容 

本人ができることを共に発見し、本人の主体的な活動と参加意欲を高めるために必要な介護

予防サービスを提供するための計画（介護予防サービス計画）の作成や、各サービス事業者等

との連絡、調整を行うサービスです。 

特に、サービス提供期間を設定し、いつまでにどのような生活行為ができるようになるのか

具体的な目標を明確にし、一定期間経過後は初期目標の達成状況を評価し、必要に応じて計画

の見直しを行います。また、地域における健康づくりやサークル・団体活動、ボランティア活

動など介護保険以外の様々な社会資源を有効に活用したプランの作成を行います。 

 

■サービスの現状 

利用者数は平成18年度の2,986人から、平成20年度の4,062人と増加の傾向となっています。

特に平成19年度にかけて増加した一因として、平成18年度の法改正により要介護１が要支援２

と要介護１に振り分けられたためと考えられます。 

市内の介護予防支援を提供する事業所数は２事業所あります。 

 

実績値                           （人/年） 

 
平成 18 年度 平成 19 年度 

平成 20 年度 

（見込） 

実績 2,986 3,902 4,062 

第３期計画値 6,611 6,400 6,305 

計画対比（％） 45.2% 61.0% 64.4% 

 

■今後の方向性 

実績値は伸びがあり、今後も若干の増加で見込んでいます。今後、介護支援専門員と地域包

括支援センター職員との連携により適切なケアプランの作成に取り組んでいきます。 

 

サービス提供見込量              （人/年） 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

4,111 4,182 4,221 
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（２）地域密着型介護予防サービス 

要支援者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、身近な市町村で提供されるサービスで

す。サービスの基盤整備は市町村単位で行われ、基本的には当該市町村に居住する住民のみが

利用可能となります。 

 

①介護予防認知症対応型通所介護 

■サービスの内容 

認知症高齢者がデイサービスセンター等に通い、入浴、排せつ、食事等の介護及び機能訓練

を受けるサービスです。 

 

■サービスの現状 

平成18年度以降利用はありません。 

市内の介護予防認知症対応型通所介護を提供する事業所数は１事業所ありますが、平成20年

度現在では休止している状況です。 

 

実績値                          （回数/年） 

 
平成 18 年度 平成 19 年度 

平成 20 年度 

（見込） 

実績 0 0 0 

第３期計画値 685 666 658 

計画対比（％） 0.0% 0.0% 0.0% 

 

■今後の方向性 

実績値はありませんが、認知症対象者が増加の傾向にあり、また、アンケート調査でも利用

意向があるため、今後サービス事業所の整備を予定し、利用を見込んでいます。 

サービス提供見込量                           （回数/年） 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

施設数 3 1 1 香取市全域 

利用回数 47 48 48 

施設数 2 2 2 
佐原圏域 

利用回数 31 32 32 

施設数 1 1 1 
小見川圏域 

利用回数 16 16 16 

施設数 0 0 0 
山田圏域 

利用回数 0 0 0 

施設数 0 0 0 
栗源圏域 

利用回数 0 0 0 
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②介護予防小規模多機能型居宅介護 

■サービスの内容 

入浴、排せつ、食事等の日常生活上の介護や機能訓練等を受けるサービスです。施設等に通

所することが中心となりますが、心身の状況や希望などに応じて、訪問や宿泊のサービスを組

み合わせて利用することができ、どのサービスも共通の職員からサービスが受けられます。 

 

■サービスの現状 

平成19年度に事業所が２か所開設されましたが、平成19年度の利用はなく、平成20年度では

若干の利用があります。 

市内の介護予防小規模多機能型居宅介護施設は２事業所あります。 

 

実績値                           （人/年） 

 
平成 18 年度 平成 19 年度 

平成 20 年度 

（見込） 

実績 0 0 12 

第３期計画値 15 37 34 

計画対比（％） 0.0% 0.0% 35.3% 

 

■今後の方向性 

平成 19 年度までは実績がなく、平成 20 年度でも 12 人と少ないですが、今後平成 23 年度を

めどに施設の整備を予定しているため利用を見込んでいます。 

 

サービス提供見込量                            （人/年） 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

施設数 2 2 3 香取市全域 

利用人数 24 24 36 

施設数 1 1 1 
佐原圏域 

利用人数 24 24 24 

施設数 0 0 1 
小見川圏域 

利用人数 0 0 12 

施設数 １ １ １ 
山田圏域 

利用人数 0 0 0 

施設数 0 0 0 
栗源圏域 

利用人数 0 0 0 
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③介護予防認知症対応型共同生活介護 

■サービスの内容 

要支援２で認知症状態の人が、５～９人の少人数で共同生活を送るもので、入浴や排せつ、

食事等の介護、日常生活上の支援、機能訓練等を受けるサービスです。 

 

■サービスの現状 

利用者は要支援２で認知症のある人を対象としていますので、少なくなっています。 

市内の介護予防認知症対応型共同生活介護施設は11事業所あり、４区全てにあります。 

 

実績値                           （人/年） 

 
平成 18 年度 平成 19 年度 

平成 20 年度 

（見込） 

実績 5 1 12 

第３期計画値 12 12 12 

計画対比（％） 41.7% 8.3% 100.0% 

 

■今後の方向性 

現状を加味し、今後の利用を見込んでいます。 

 

サービス提供見込量                            （人/年） 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

施設数 11 11 12 香取市全域 

利用人数 12 12 12 

施設数 4 4 5 
佐原圏域 

利用人数 0 0 0 

施設数 2 2 2 
小見川圏域 

利用人数 12 12 12 

施設数 2 2 2 
山田圏域 

利用人数 0 0 0 

施設数 3 3 3 
栗源圏域 

利用人数 0 0 0 
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（３）予防給付の見込量確保の方策 

①介護予防サービス 

介護予防サービスについては、今後も需要量が増えることが予測されるため、従来のサー

ビス提供事業者の事業拡大やサービスの多様化などにより、必要なサービスの確保に努めま

す。 

 

②地域密着型介護予防サービス 

地域密着型介護予防サービスについては、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規

模多機能型居宅介護や介護予防認知症対応型共同生活介護の新たな整備を図り、適切なサー

ビス提供基盤の整備を進めていきます。 
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第３節 介護給付 

要介護１から５の人に対して、介護給付を行います。 

 

 

 

 

 

（１）居宅サービス 

居宅による生活を支援するため、在宅で生活している要介護１～５の方を対象に提供される

サービスです。 

①訪問介護 

■サービスの内容 

訪問介護員（ホームヘルパー）等が自宅を訪問し、入浴や排せつ、食事等の介護、調理や洗

濯等の家事、日常生活の支援を行うサービスです。 

 

■サービスの現状 

利用回数は平成18年度の76,489回から、平成20年度の73,335回と減少しています。その一因

として、平成18年度の法改正により要介護１が要支援２と要介護１に振り分けられたためと考

えられます。 

市内の訪問介護を提供する事業所数は14事業所あります。事業所は４区全てにあります。 

 

実績値                          （回数/年） 

 
平成 18 年度 平成 19 年度 

平成 20 年度 

（見込） 

実績 76,489 73,531 73,335 

第３期計画値 43,460 43,231 44,247 

計画対比（％） 176.0% 170.1% 165.7% 

 

■今後の方向性 

実績は減少傾向にありますが、アンケート調査による利用意向も高く、事業所の拡大の予定

もあるため、増加を見込んでいます。 

 

サービス提供見込量             （回数/年） 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

73,827 75,295 76,289 

介護給付 

１ 居宅サービス 

２ 地域密着型サービス 

３ 施設サービス 
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②訪問入浴介護 

■サービスの内容 

自宅を移動入浴車等が訪問し、浴槽を家庭に持ち込んで入浴の介護を行うサービスです。 

 

■サービスの現状 

利用回数は平成18年度の5,183回から、平成20年度の4,696回と減少しています。 

市内の訪問入浴介護を提供する事業所数は３事業所ありますが、１事業所は現在休止中とな

っています。 

 

実績値                          （回数/年） 

 
平成 18 年度 平成 19 年度 

平成 20 年度 

（見込） 

実績 5,183 4,726 4,696 

第３期計画値 5,823 6,255 6,718 

計画対比（％） 89.0% 75.6% 69.9% 

 

■今後の方向性 

実績値は減少しており、今後も減少で見込んでいます。 

 

サービス提供見込量             （回数/年） 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

4,657 4,536 4,144 
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③訪問看護 

■サービスの内容 

訪問看護ステーションや医療機関の看護師等が自宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助を

行うサービスです。 

 

■サービスの現状 

利用回数は平成18年度の4,983回から、平成20年度の4,974回とほぼ横ばいとなっています。 

市内の訪問看護を提供する事業所数は５事業所ありますが、山田区と栗源区には事業所がな

く地域での偏りがあります。 

 

実績値                          （回数/年） 

 
平成 18 年度 平成 19 年度 

平成 20 年度 

（見込） 

実績 4,983 5,022 4,974 

第３期計画値 5,092 5,618 5,929 

計画対比（％） 97.9% 89.4% 83.9% 

 

■今後の方向性 

実績値はほぼ横ばいですが、平成19年度から平成20年度にかけては減少傾向となっており、

今後も若干の減少を見込んでいます。 

 

サービス提供見込量             （回数/年） 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

4,935 4,816 4,428 
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④訪問リハビリテーション 

■サービスの内容 

理学療法士や作業療法士等が自宅に訪問し、心身の機能の維持・回復や日常生活の自立援助

のためのリハビリテーションを行うサービスです。 

 

■サービスの現状 

利用日数は平成18年度の424日から、平成20年度の529日とほぼ横ばいとなっています。 

市内の訪問リハビリテーションを提供する事業所数は３事業所あります。 

 

実績値                          （日数/年） 

 
平成 18 年度 平成 19 年度 

平成 20 年度 

（見込） 

実績 424 527 529 

第３期計画値 826 929 978 

計画対比（％） 51.3% 56.7% 54.1% 

 

■今後の方向性 

現状を加味し、ほぼ横ばいで見込んでいます。 

 

サービス提供見込量             （日数/年） 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

528 517 478 
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⑤居宅療養管理指導 

■サービスの内容 

医師、歯科医師、薬剤師等が自宅を訪問し、療養上の管理と指導、情報提供を行うものです。 

 

■サービスの現状 

利用者数は平成18年度の845人から、平成20年度の835人と若干減少しています。 

市内の居宅療養管理指導を提供する事業所数は５事業所あります。 

 

実績値                           （人/年） 

 
平成 18 年度 平成 19 年度 

平成 20 年度 

（見込） 

実績 845 836 835 

第３期計画値 1,284 1,383 1,461 

計画対比（％） 65.8% 60.4% 57.2% 

 

■今後の方向性 

実績値が若干減少していること、またアンケート調査での利用意向は高くはないことから、

若干の減少で見込んでいます。 

 

サービス提供見込量              （人/年） 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

830 811 746 
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⑥通所介護 

■サービスの内容 

デイサービスセンターに通い、入浴・食事の提供と、介護や生活上の相談や助言、健康状態

の確認、日常生活動作訓練等を受けるサービスです。 

 

■サービスの現状 

利用回数は平成18年度の61,630回から、平成19年度の59,064回と減少していますが、その一

因として、平成18年度の法改正により要介護１が要支援２と要介護１に振り分けられたためと

考えられます。また、平成20年度では、年度中に開設した事業所があり、60,147回と増加の傾

向となっています。 

市内の通所介護を提供する事業所数は16事業所で、４区全てにあります。 

 

実績値                          （回数/年） 

 
平成 18 年度 平成 19 年度 

平成 20 年度 

（見込） 

実績 61,630 59,064 60,147 

第３期計画値 45,741 41,814 41,627 

計画対比（％） 134.7% 141.3% 144.5% 

 

■今後の方向性 

アンケート調査での利用意向が最も高く、また、平成 21 年度に開設予定があることから、増

加で見込んでいます。 

 

サービス提供見込量             （回数/年） 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

62,448 64,008 64,076 
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⑦通所リハビリテーション 

■サービスの内容 

介護老人保健施設や医療機関に通い、心身の機能の維持・回復を図り日常生活の自立を助け

るためのリハビリテーションを受けるサービスです。 

 

■サービスの現状 

利用回数は平成18年度の32,966回から、平成19年度の30,290回と減少しています。その一因

として、平成18年度の法改正により要介護１が要支援２と要介護１に振り分けられたためと考

えられます。平成20年度では30,249回と横ばいの傾向にあります。 

市内の通所リハビリテーションを提供する事業所数は５事業所あります。 

 

実績値                          （回数/年） 

 
平成 18 年度 平成 19 年度 

平成 20 年度 

（見込） 

実績 32,966 30,290 30,249 

第３期計画値 23,499 20,823 20,599 

計画対比（％） 140.3% 145.5% 146.8% 

 

■今後の方向性 

現状を加味し、今後も横ばいで見込んでいます。 

 

サービス提供見込量             （回数/年） 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

30,594 30,696 29,950 
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⑧短期入所生活介護 

■サービスの内容 

介護老人福祉施設等に短期間宿泊し、食事、入浴、排せつなどの介護サービスや機能訓練を

受けるサービスです。 

 

■サービスの現状 

平成19年度及び平成20年度には新規事業所が開設されたため、利用者日数は平成18年度の

12,487日から、平成20年度の15,286日と増加しています。市内の短期入所生活介護を提供する

事業所数は５事業所あります。 

 

実績値                          （日数/年） 

 
平成 18 年度 平成 19 年度 

平成 20 年度 

（見込） 

実績 12,487 14,402 15,286 

第３期計画値 13,927 13,935 14,600 

計画対比（％） 89.7% 103.4% 104.7% 

 

■今後の方向性 

介護老人福祉施設を整備する予定であり、短期入所については若干の増加を見込んでいます。 

 

サービス提供見込量             （日数/年） 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

16,612 16,422 16,943 
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⑨短期入所療養介護 

■サービスの内容 

介護老人保健施設や介護療養型医療施設等に短期間宿泊し、医学的管理のもとに看護や介護

機能訓練等を受けるサービスです。 

 

■サービスの現状 

利用日数は平成18年度の6,176日から、平成20年度の5,868日と減少しています。 

市内の短期入所療養介護を提供する事業所数は３事業所あります。 

 

実績値                          （日数/年） 

 
平成 18 年度 平成 19 年度 

平成 20 年度 

（見込） 

実績 6,176 5,847 5,868 

第３期計画値 12,130 11,973 12,574 

計画対比（％） 50.9% 48.8% 46.7% 

 

■今後の方向性 

実績が減少していることから今後も減少傾向で見込んでいます。 

 

サービス提供見込量             （日数/年） 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

5,879 5,805 5,438 
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⑩特定施設入居者生活介護 

■サービスの内容 

介護保険法に基づく指定を受けた有料老人ホーム等で、一定の計画に基づいて提供される、

入浴や排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の介助、機能訓練を受けるサービスです。 

 

■サービスの現状 

利用者数は平成18年度の14人から、平成20年度の84人と増加の傾向となっています。他市町

村にある施設への入所が増えていることからも、今後も伸びが予測されます。 

市内に特定施設入居者生活介護施設は現在ありません。 

 

実績値                           （人/年） 

 
平成 18 年度 平成 19 年度 

平成 20 年度 

（見込） 

実績 14 37 84 

第３期計画値 0 0 0 

計画対比（％） － － － 

 

■今後の方向性 

平成 21 年度に有料老人ホームの開設を予定しているため、今後は増加で見込んでいます。 

 

サービス提供見込量              （人/年） 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

204 324 324 
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⑪福祉用具貸与 

■サービスの内容 

日常生活上の便宜を図る用具や機能訓練のための用具を貸与するサービスです。なお、利用

者の状態から見て使用が想定しにくい福祉用具については、保険給付対象外となります。 

 

■サービスの現状 

利用者数は平成18年度の5,762人から、平成20年度の5,728人と若干の減少となっています。 

市内の福祉用具貸与を提供する事業所数は４事業所あります。 

 

実績値                           （人/年） 

 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 

実績 5,762 5,707 5,728 

第３期計画値 5,417 5,616 5,785 

計画対比（％） 106.4% 101.6% 99.0% 

 

■今後の方向性 

実績が若干減少していることから、今後も若干の減少で見込んでいます。 

 

サービス提供見込量              （人/年） 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

5,746 5,686 5,364 
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⑫特定福祉用具販売 

■サービスの内容 

福祉用具のうち、貸与になじまない入浴や排せつのための用具の購入費の一部を支給するサ

ービスであり、指定された販売店からの購入に限られます。なお、利用者の状態から見て使用

が想定しにくい福祉用具については、保険給付対象外となります。 

 

■サービスの現状 

利用者数は平成18年度の166人から、平成20年度の156人とほぼ横ばいとなっています。 

市内の特定福祉用具販売を提供する事業所数は４事業所あります。 

 

実績値                           （人/年） 

 
平成 18 年度 平成 19 年度 

平成 20 年度 

（見込） 

実績 166 160 156 

第３期計画値 161 159 162 

計画対比（％） 103.1% 100.6% 96.3% 

 

■今後の方向性 

実績がほぼ横ばいであることから、今後も横ばいで見込んでいます。 

 

サービス提供見込量              （人/年） 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

158 157 152 
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⑬住宅改修 

■サービスの内容 

手すりの取り付けや段差解消、洋式便器への取り替えなどの住宅改修を行った場合、その費

用を補助するサービスです。改修前に事前申請が必要です。 

 

■サービスの現状 

利用者数は平成18年度の100人から、平成20年度の96人とほぼ横ばいで推移しています。 

 

実績値                           （人/年） 

 
平成 18 年度 平成 19 年度 

平成 20 年度 

（見込） 

実績 100 92 96 

第３期計画値 135 133 135 

計画対比（％） 74.1% 69.2% 71.1% 

 

■今後の方向性 

実績がほぼ横ばいであることから、今後も横ばいで見込んでいます。 

 

サービス提供見込量              （人/年） 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

97 96 93 
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⑭居宅介護支援 

■サービスの内容 

介護サービス等を適切に利用するため、心身の状況・環境・本人や家族の希望等を受けて、

利用するサービスの種類・内容等の介護計画（ケアプラン）を作成するとともに、サービス提

供確保のために事業者等との連絡調整、施設への紹介等を行うサービスです。 

特に、サービス提供期間を設定し、いつまでにどのような生活行為ができるようになるのか

具体的な目標を明確にし、一定期間経過後は初期目標の達成状況を評価し、必要に応じて計画

の見直しを行います。また、地域における健康づくりやサークル・団体活動、ボランティア活

動など介護保険以外の様々な社会資源を有効に活用したプランの作成を行います。 

 

■サービスの現状 

利用者数は平成18年度の13,852人から、平成19年度の13,257人と減少しています。その一因

として、平成18年度の法改正により要介護１が要支援２と要介護１に振り分けられたためと考

えられます。平成20年度では13,230人と横ばいの傾向にあります。 

市内の居宅介護支援を提供する事業所数は21事業所あります。 

 

実績値                           （人/年） 

 
平成 18 年度 平成 19 年度 

平成 20 年度 

（見込） 

実績 13,852 13,257 13,230 

第３期計画値 12,271 12,125 12,314 

計画対比（％） 112.9% 109.3% 107.4% 

 

■今後の方向性 

現状を加味し、今後もほぼ横ばいで見込んでいます。 

 

サービス提供見込量              （人/年） 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

13,347 13,347 12,945 
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（２）地域密着型サービス 

要介護者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、身近な市町村で提供されるサービスで

す。サービスの基盤整備は市町村単位で行われ、基本的には当該市町村に居住する住民のみが

利用可能となります。 

 

①夜間対応型訪問介護 

■サービスの内容 

夜間において、定期的な巡回訪問または通報を受けて訪問し、自宅において入浴、排せつ、

食事等の介護を行うサービスです。 

 

■サービスの現状 

平成18年度以降利用はありません。 

市内の夜間対応型訪問介護を提供する事業所はありません。 

 

実績値                           （人/年） 

 
平成 18 年度 平成 19 年度 

平成 20 年度 

（見込） 

実績 0 0 0 

第３期計画値 727 755 780 

計画対比（％） 0.0% 0.0% 0.0% 

 

■今後の方向性 

現時点での夜間対応型訪問介護の新設予定はないため、見込んでいません。しかし、アンケ

ート調査によると利用意向はあるため、今後サービスを利用したい人が出てきた場合には対応

できるよう、整備を検討していく必要があります。 

 

サービス提供見込量              （人/年） 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

0 0 0 
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②認知症対応型通所介護 

■サービスの内容 

認知症高齢者がデイサービスセンター等に通い、入浴、排せつ、食事等の介護及び機能訓練

を受けるサービスです。 

 

■サービスの現状 

市内の認知症対応型通所介護を提供する事業所は１つありますが現在休止中となっています。

そのため、平成20年度の利用はありません。 

 

実績値                          （回数/年） 

 
平成 18 年度 平成 19 年度 

平成 20 年度 

（見込） 

実績 12 2 0 

第３期計画値 4,008 3,262 3,138 

計画対比（％） 0.3% 0.1% 0.0% 

 

■今後の方向性 

実績はほぼありませんが、認知症対象者が増加の傾向にあり、また、アンケート調査でも利

用意向が高いため、今後サービス事業所の整備を予定し、その利用を見込んでいます。 

 

サービス提供見込量                           （回数/年） 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

施設数 3 3 3 香取市全域 

利用回数 332 325 304 

施設数 2 2 2 
佐原圏域 

利用回数 222 217 203 

施設数 1 1 1 
小見川圏域 

利用回数 110 108 101 

施設数 0 0 0 
山田圏域 

利用回数 0 0 0 

施設数 0 0 0 
栗源圏域 

利用回数 0 0 0 

 



 

 68 

 

③小規模多機能型居宅介護 

■サービスの内容 

入浴、排せつ、食事等の日常生活上の介護や機能訓練等を受けるサービスです。施設等に通

所することが中心となりますが、心身の状況や希望などに応じて、訪問や宿泊のサービスを組

み合わせて利用することができ、どのサービスも共通の職員からサービスが受けられます。 

 

■サービスの現状 

平成19年度に事業所が２か所開設したため、平成20年度では228人の利用があり、今後も利用

者の増加が予測されます。 

市内の小規模多機能型居宅介護施設は２事業所あります。 

 

実績値                           （人/年） 

 
平成 18 年度 平成 19 年度 

平成 20 年度 

（見込） 

実績 0 7 228 

第３期計画値 43 93 81 

計画対比（％） 0.0% 7.5% 281.5% 

 

■今後の方向性 

アンケート調査では地域密着型サービスの中で小規模多機能型居宅介護が最も利用意向が高

く、平成 23 年度には施設の整備を予定しているため、今後は増加で見込んでいます。 

 

サービス提供見込量                            （人/年） 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

施設数 2 2 3 香取市全域 

利用人数 336 456 564 

施設数 1 1 1 
佐原圏域 

利用人数 234 317 329 

施設数 0 0 1 
小見川圏域 

利用人数 58 79 163 

施設数 1 1 1 
山田圏域 

利用人数 44 60 72 

施設数 0 0 0 
栗源圏域 

利用人数 0 0 0 
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④認知症対応型共同生活介護 

■サービスの内容 

比較的安定した認知症状態の要介護者が、５～９人の少人数で共同生活を送るもので、入浴

や排せつ、食事等の介護、日常生活上の支援、機能訓練等を受けるサービスです。 

 

■サービスの現状 

利用者数は平成18年度の921人から、平成20年度の1,500人と、平成19年度及び平成20年度に4

施設（計５ユニット）の開設もあり増加となっています。市内の認知症対応型共同生活介護施

設は13事業所あり、定員は167名となっています。 

 

実績値                            （人/年） 

 
平成 18 年度 平成 19 年度 

平成 20 年度 

（見込） 

実績 921 1,119 1,500 

第３期計画値 888 996 1,104 

計画対比（％） 103.7% 112.3% 135.9% 

 

■今後の方向性 

平成 20 年 10 月に認知症対応型共同生活介護施設が開設し、また、平成 23年度に施設の整備

を予定しているので、今後利用の増加を見込んでいます。 

 

サービス提供見込量                            （人/年） 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

施設数 13 13 14 香取市全域 

利用人数 1,572 1,608 1,836 

施設数 6 6 7 
佐原圏域 

利用人数 1,052 1,076 1,256 

施設数 2 2 2 
小見川圏域 

利用人数 334 342 366 

施設数 2 2 2 
山田圏域 

利用人数 62 63 75 

施設数 3 3 3 
栗源圏域 

利用人数 124 127 139 
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⑤地域密着型特定施設入居者生活介護 

■サービスの内容 

有料老人ホーム等の介護専用型特定施設（入所定員が29名以下）に入居して、日常生活上の

介助や機能訓練、療養上の世話を受けることができるサービスです。 

 

■サービスの現状 

平成18年度以降、利用はない状態です。 

現在、市内にはこのサービスを提供する事業所はありません。 

 

実績値                            （人/年） 

 
平成 18 年度 平成 19 年度 

平成 20 年度 

（見込） 

実績 0 0 0 

第３期計画値 0 0 0 

計画対比（％） － － － 

 

■今後の方向性 

現時点での地域密着型特定施設入居者生活介護施設の新設予定はないため、見込みません。

しかし、アンケート調査によると利用意向はあるため、今後サービスを利用したい人が出てき

た場合には対応できるよう、整備を検討していく必要があります。 

 

サービス提供見込量              （人/年） 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

0 0 0 
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⑥地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

■サービスの内容 

特別養護老人ホーム（入所定員29名以下）に入所して、日常生活上の介助や機能訓練、健康

管理などを受けることができるサービスです。 

 

■サービスの現状 

平成18年度以降、利用はない状態です。 

現在、市内にはこのサービスを提供する事業所はなく、事業所公募の際にも応募がない状態

でした。 

 

実績値                           （人/年） 

 
平成 18 年度 平成 19 年度 

平成 20 年度 

（見込） 

実績 0 0 0 

第３期計画値 0 348 348 

計画対比（％） － 0.0% 0.0% 

 

■今後の方向性 

現時点での地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護施設の新設予定はないため、見込み

ません。しかし、アンケート調査によると利用意向はあるため、新規施設が開設するまでは、

広域型で対応していきます。 

 

サービス提供見込量              （人/年） 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

0 0 0 
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（３）施設サービス 

施設サービスには、「介護老人福祉施設サービス」、「介護老人保健施設サービス」、「介

護療養型医療施設サービス」の３種類があり、要介護１以上の方に居住の場を提供するサービ

スです。 

 

①介護老人福祉施設 

■サービスの内容 

常時介護を必要とする高齢者で、自宅での介護が困難な要介護者が入所します。入浴や排せ

つ、食事等の介護、その他日常生活や療養上の世話、機能訓練、健康管理を行うサービスです。 

 

■サービスの現状 

利用者数は平成18年度の2,797人から、平成20年度の2,952人と増加の傾向となっています。

現在待機者は200人以上と多くなっており、待機者解消のために、サービス供給体制の確保が必

要となります。 

市内の介護老人福祉施設は４事業所あり、定員は256名となっています。 

 

実績値                           （人/年） 

 
平成 18 年度 平成 19 年度 

平成 20 年度 

（見込） 

実績 2,797 2,934 2,952 

第３期計画値 3,119 3,240 3,363 

計画対比（％） 89.7% 90.5% 87.8% 

 

■今後の方向性 

現在待機者も多くその解消と、アンケート調査による利用意向が高いので、増加で見込んで

います。介護老人福祉施設の整備を促進します。 

 

サービス提供見込量              （人/年） 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

3,024 3,312 4,020 

 



 

 73 

 

②介護老人保健施設 

■サービスの内容 

看護や医学的管理の下に、介護及び機能訓練、その他必要な医療ならびに日常生活上の介助

を行うサービスです。居宅における生活への復帰を目指す施設で、原則として要介護者が入所

対象者となります。 

 

■サービスの現状 

利用者数は平成18年度の2,857人から、平成20年度の3,024人と増加の傾向となっています。 

市内の介護老人保健施設は３事業所あります。 

 

実績値                           （人/年） 

 
平成 18 年度 平成 19 年度 

平成 20 年度 

（見込） 

実績 2,857 3,001 3,024 

第３期計画値 2,988 3,108 3,228 

計画対比（％） 95.6% 96.6% 93.7% 

 

■今後の方向性 

アンケート調査による利用意向はありますが、介護老人福祉施設の増床を見込んでサービス

供給量についてはそのままの入所数でほぼ横ばいの見込みとなっています。 

 

サービス提供見込量              （人/年） 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

3,024 3,012 3,012 
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③介護療養型医療施設 

■サービスの内容 

急性期の治療が終わり、長期にわたって療養を必要とする高齢者等を入所対象者とし、療養

上の管理、看護や医学的管理下での介護、機能訓練やその他必要な医療を行うサービスです。 

 

■サービスの現状 

利用者数は平成18年度の243人から、平成20年度の36人と減少しています。 

市内に介護療養型医療施設はなく、現在他市の施設に入っている状況です。 

 

実績値                           （人/年） 

 
平成 18 年度 平成 19 年度 

平成 20 年度 

（見込） 

実績 243 76 36 

第３期計画値 360 360 360 

計画対比（％） 67.5% 21.1% 10.0% 

 

■今後の方向性 

転換予定もなく、現在他市に入所している状況のため、横ばいで見込みました。 

 

サービス提供見込量              （人/年） 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

36 36 36 

 

（４）介護給付の見込量確保の方策 

①居宅サービス 

介護サービスについては、今後も需要量が増えることが予測されるため、従来のサービス

提供事業者の事業拡大やサービスの多様化などにより、必要なサービスの確保に努めます。 

 

②地域密着型介護サービス 

地域密着型サービスについては、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護や認知

症対応型共同生活介護の新たな整備を図り、適切なサービス提供基盤の整備を進めていきま

す。 

 

③施設サービス 

施設サービスについては、待機者の解消を図るため、介護老人福祉施設の施設整備を図る

ほか、関係機関と連携し、香取市及び周辺地域への施設整備を促進します。 
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第４節 市町村特別給付 

紙おむつ購入費の支給 

■サービスの内容 

在宅において紙おむつを必要とする要支援及び要介護認定者を対象に 1 日あたり紙おむつ

1枚、尿取りパッド 3枚の購入を限度に支給します。利用者の負担は費用の 1割です。 

 

■サービスの現状 

利用者数は平成18年度の7,115人から、平成20年度の9,552人と増加の傾向となっています。

ただし、平成18年度は、当初、佐原区だけの給付であったため、若干少なくなっています。 

 

実績値                           （人/年） 

 
平成 18 年度 平成 19 年度 

平成 20 年度 

（見込） 

実績 7,115 8,418 9,552 

 

■今後の方向性 

実績値は伸びており、アンケートからも利用意向が多く今後の増加が予測されます。 

 

サービス提供見込量              （人/年） 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

9,695 9,850 9,959 
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第５節 事業費及び保険料の算出 

 

第５節 事業費及び保険料の算出に関しては、平成 21年度から介護報酬改定が予定されてい

ますが、現時点では改定率等の詳細が定まっていないため、金額面の記載については現在調整

中となっています。 

 

 

 

１ 地域支援事業費の見込み額 

地域支援事業の費用額は、国から示された考え方に基づき、各年度の保険給付費見込額の３％

以内として下記のとおり見込みます。 

 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 合計 

介護予防事業見込費用額     

包括的支援事業見込費用額     

任意事業見込費用額     

地域支援事業合計 106,943,156 110,975,094 117,881,240 335,799,490 

 

※ 調整中 
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２ 予防給付の種類ごとの見込み量 

これまでの各サービスの実績値や、要支援認定者数の推計、今後のサービス提供体制の予定

などを勘案し、以下のとおり各種サービスの見込量を設定しました。 

 

平成 21年度～23年度の給付費については調整中 

 

見込値

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
（１）介護予防サービス

①介護予防訪問介護
給付費 18,494,037 23,908,095 24,995,423 25,318,675 25,786,899 26,012,190
人数 950 1,182 1,236 1,251 1,273 1,284

②介護予防訪問入浴介護
給付費 286,830 23,058 0 0 0 0
回数 29 2 0 0 0 0
（人数） 10 1 0 0 0 0

③介護予防訪問看護
給付費 174,150 220,743 228,785 234,995 234,995 234,995
回数 31 34 33 34 34 34
（人数） 8 16 16 17 17 17

④介護予防訪問リハビリテーション
給付費 4,500 88,920 170,430 222,300 214,890 214,890
日数 5 10 34 48 48 48
（人数） 1 5 14 20 20 20

⑤介護予防居宅療養管理指導
給付費 141,750 54,000 49,500 49,500 49,500 49,500
人数 16 12 14 14 14 14

⑥介護予防通所介護
給付費 44,284,509 59,925,468 63,943,117 66,209,032 67,422,632 68,052,087
人数 1,422 1,975 2,100 2,176 2,213 2,233

⑦介護予防通所リハビリテーション
給付費 25,041,564 38,660,661 40,698,517 41,290,282 42,086,371 42,473,812
人数 703 1,038 1,081 1,094 1,114 1,125

⑧介護予防短期入所生活介護
給付費 660,816 951,948 998,053 1,009,439 1,027,068 1,039,004
日数 60 159 170 172 175 177
（人数） 31 42 38 38 39 39

⑨介護予防短期入所療養介護
給付費 539,298 1,838,601 1,946,073 1,971,044 2,008,501 2,034,813
日数 63 284 304 308 314 318
（人数） 21 48 51 51 52 53

⑩介護予防特定施設入居者生活介護
給付費 133,323 981,583 848,004 2,544,012 3,392,016 4,240,020
人数 3 16 12 36 48 60

⑪介護予防福祉用具貸与
給付費 2,811,249 1,782,765 1,861,106 1,882,940 1,913,458 1,935,293
人数 336 410 426 431 438 443

⑫特定介護予防福祉用具販売
給付費 684,806 1,010,170 1,045,661 1,078,879 1,096,623 1,096,623
人数 34 51 63 64 65 65

（円、回、日、人／年間）

実績値 推計値

 

※ 平成 20年度に関しては、見込値となっている 
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平成 21年度～23年度の給付費については調整中 

 

 

見込値

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
（２）地域密着型介護予防サービス

①介護予防認知症対応型通所介護
給付費 0 0 0 512,520 523,728 523,728
回数 0 0 0 47 48 48
（人数） 0 0 0 47 48 48

②介護予防小規模多機能型居宅介護
給付費 0 0 900,000 1,800,000 1,800,000 2,700,000
人数 0 0 12 24 24 36

③介護予防認知症対応型共同生活介護
給付費 1,144,287 209,412 2,512,944 2,512,944 2,512,944 2,512,944
人数 5 1 12 12 12 12

（３）住宅改修
給付費 3,310,694 3,504,972 3,699,236 3,699,236 3,699,236 3,894,185
人数 30 36 36 38 38 39

（４）介護予防支援
給付費 17,989,950 16,213,000 16,891,797 17,091,518 17,391,073 17,549,126
人数 2,986 3,902 4,062 4,111 4,182 4,221

予防給付費計（小計） 115,701,763 149,373,396 160,788,645 167,427,317 171,159,935 174,563,210

（円、回、日、人／年間）

実績値 推計値

 

※ 平成 20年度に関しては、見込値となっている 
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３ 介護給付の種類ごとの見込み量 

これまでの各サービスの実績値や、要介護認定者数の推計、今後のサービス提供体制の予定

などを勘案し、以下のとおり各種サービスの見込量を設定しました。なお、今期においては施

設整備を図る影響により、居宅サービスの利用者が全体的に若干の減少傾向となっています。 

 

平成 21年度～23年度の給付費については調整中 

 

見込値

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
（１）居宅サービス

①訪問介護
給付費 214,904,430 213,085,332 212,472,529 213,363,290 216,593,132 217,239,516
回数 76,489 73,531 73,335 73,827 75,295 76,289
（人数） 4,252 4,115 4,098 4,122 4,165 4,186

②訪問入浴介護
給付費 42,336,108 38,398,734 38,144,716 37,885,547 36,988,905 33,931,684
回数 5,183 4,726 4,696 4,657 4,536 4,144
（人数） 886 814 800 795 776 711

③訪問看護
給付費 27,039,960 28,301,446 28,023,957 27,765,892 27,049,575 24,793,167
回数 4,983 5,022 4,974 4,935 4,816 4,428
（人数） 1,058 980 991 985 962 886

④訪問リハビリテーション
給付費 1,626,840 2,208,322 2,209,572 2,201,107 2,149,318 1,976,890
日数 424 527 529 528 517 478
（人数） 101 122 120 119 117 109

⑤居宅療養管理指導
給付費 5,739,390 5,572,953 5,542,602 5,506,671 5,379,230 4,946,909
人数 845 836 835 830 811 746

⑥通所介護
給付費 444,510,311 461,044,491 470,172,016 487,436,107 498,700,038 498,811,218
回数 61,630 59,064 60,147 62,448 64,008 64,076
（人数） 7,355 7,575 7,703 8,003 8,206 8,217

⑦通所リハビリテーション
給付費 249,085,872 244,856,111 244,991,561 247,523,745 247,770,140 240,107,076
回数 32,966 30,290 30,249 30,594 30,696 29,950
（人数） 4,189 3,896 3,896 3,939 3,950 3,851

⑧短期入所生活介護
給付費 100,062,373 118,438,899 125,740,416 136,850,215 135,011,991 139,116,042
日数 12,487 14,402 15,286 16,612 16,422 16,943
（人数） 1,375 1,691 1,801 1,948 1,935 1,997

⑨短期入所療養介護
給付費 58,150,953 55,577,579 55,837,170 55,859,904 55,018,281 51,273,018
日数 6,176 5,847 5,868 5,879 5,805 5,438
（人数） 957 939 950 952 940 884

⑩特定施設入居者生活介護
給付費 1,568,174 5,274,890 9,388,824 22,891,584 36,394,344 36,394,344
人数 14 37 84 204 324 324

⑪福祉用具貸与
給付費 85,366,431 84,338,910 84,606,816 84,631,024 83,287,363 77,663,288
人数 5,762 5,707 5,728 5,746 5,686 5,364

⑫特定福祉用具販売
給付費 4,310,309 4,298,634 4,329,894 4,315,433 4,306,851 4,184,541
人数 166 160 156 158 157 152

（円、回、日、人／年間）

実績値 推計値

 

※ 平成 20年度に関しては、見込値となっている 
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平成 21年度～23年度の給付費については調整中 

 

見込値

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
（２）地域密着型サービス

①夜間対応型訪問介護
給付費 0 0 0 0 0 0
人数 0 0 0 0 0 0

②認知症対応型通所介護
給付費 1,174,446 296,838 0 10,834,806 10,389,540 9,350,586
回数 12 2 0 332 325 304
（人数） 9 2 0 331 325 303

③小規模多機能型居宅介護
給付費 0 1,386,315 37,771,428 84,000,000 114,000,000 141,000,000
人数 0 7 228 336 456 564

④認知症対応型共同生活介護
給付費 212,974,641 255,458,142 343,206,827 359,677,836 368,108,298 420,369,085
人数 921 1,119 1,500 1,572 1,608 1,836

⑤地域密着型特定施設入居者生活介護
給付費 0 0 0 0 0 0
人数 0 0 0 0 0 0

給付費 0 0 0 0 0 0
人数 0 0 0 0 0 0

（３）住宅改修
給付費 11,159,498 9,110,958 9,018,454 9,250,459 9,260,278 8,932,887
人数 100 92 96 97 96 93

（４）居宅介護支援
給付費 152,043,319 147,597,053 147,332,351 148,520,854 148,258,094 142,968,475
人数 13,852 13,257 13,230 13,347 13,347 12,945

（５）介護保険施設サービス
①介護老人福祉施設

給付費 643,118,721 674,719,229 680,983,106 700,344,082 770,534,210 939,718,873
人数 2,797 2,934 2,952 3,024 3,312 4,020

②介護老人保健施設
給付費 693,010,811 736,042,783 743,262,283 746,709,747 747,034,008 750,257,604
人数 2,857 3,001 3,024 3,024 3,012 3,012

③介護療養型医療施設
給付費 82,821,736 25,278,435 11,776,260 11,776,260 11,776,260 11,776,260
人数 243 76 36 36 36 36

④療養病床（医療保険適用）からの転換分
給付費 0 0 0
人数 0 0 0

介護給付費計（小計） 3,031,004,323 3,111,286,054 3,254,810,783 3,397,344,563 3,528,009,857 3,754,811,463

（円、回、日、人／年間）

⑥地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

実績値 推計値

 

※ 平成 20年度に関しては、見込値となっている 
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４ 総給付費等の見込み額 

１～３の見込み額に加え、特定入所者介護サービス費等給付額、高額介護サービス費等給付

額、算定対象審査支払手数料、及び市町村特別給付費を見込み、総給付費見込額を下記のとお

り算出しました。 

（１）標準給付費見込額 

①総給付費 

総給付費は、前出「２ 予防給付の種類ごとの見込み量」と「３ 介護給付の種類ごとの

見込み量」をあわせた、予防給付と介護給付の合計となっています。 

 

②特定入所者介護サービス費等給付額 

特定入所者介護サービス費等給付は、低所得者への負担軽減のために、居住費・食費につ

いて、所得に応じた利用者負担限度額を設け、その限度額を超える額を保険給付としている

ものです。過去の実績値等を考慮し見込んでいます。 

 

③高額介護サービス費等給付額 

高額介護サービス費等給付は、低所得者への負担軽減のために、１か月当たりの介護保険

サービスの利用者負担の合計額が所得に応じた限度額を超える場合、その限度額を超える額

を保険給付としているものです。過去の実績値等を考慮し見込んでいます。 

 

④算定対象審査支払手数料 

算定対象審査支払手数料は、県の国保連合会が行う給付請求事務に対して支払う手数料で

す。１件当たりの単価や今後対象となる人数の推計等を考慮し見込んでいます。 

 

（２）地域支援事業費 

前出「１ 地域支援事業費の見込み額」の通りです。 

 

（３）市町村特別給付費等 

香取市独自で行っている、紙おむつの給付に関する見込みです。 

                                                                            （円） 

  平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 合計 

標準給付費見込額 (A) 3,742,952,057 3,885,684,372 4,124,625,745 11,753,262,173 

総給付費 3,564,771,880 3,699,169,792 3,929,374,674 11,193,316,345 

特定入所者介護サービス費等給付額 124,507,699 129,806,918 135,331,679 389,646,296 

高額介護サービス費等給付額 49,097,758 52,018,462 55,112,912 156,229,132 
 

算定対象審査支払手数料 4,574,720 4,689,200 4,806,480 14,070,400 

地域支援事業費 (B) 106,943,156 110,975,094 117,881,240 335,799,490 

市町村特別給付費等 （C） 41,059,660 41,716,615 42,175,497 124,951,772 

総給付費見込額 （A）+(B)+(C) 3,890,954,873 4,038,376,081 4,284,682,482 12,214,013,435 
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５ 第１号被保険者保険料の算定 

香取市の第 1号被保険者の平成 21年度から平成 23年度の保険料は、3年間の総給付費見込額、

調整交付金見込額、準備基金取崩額により算出する額を基に算定し、１か月あたりの基準額を○，

○○○円とします。 

なお、平成 21年度から平成 23年度の保険料額については、所得段階に応じた保険料の軽減を

図るため、所得段階を６段階から７段階にし、更に第４段階を２つに分けます。 

 

所得段階別保険料額（年額） 

区分 対象者 
基準額に対

する割合 

年間保険料額 

     （円） 

第１段階 老齢福祉年金受給者で本人及び世帯全員が市民

税非課税の方 

生活保護受給者 

×0.50  

第２段階 本人及び世帯全員が市民税非課税で年金収入な

どが80万円以下の方 
×0.50 

 

第３段階 

 

本人及び世帯全員が市民税非課税で第２段階該

当者以外の方 
×0.75 

 

本人が市民税非課税(世帯内に市民税課税者が

いる場合)で、年金収入などが80万円以下の方 
×0.87 

 第４段階 

本人が市民税非課税(世帯内に市民税課税者が

いる場合)で上記以外の方 
基準額 

 

第５段階 

 

本人が市民税課税で合計所得金額が125万円未

満の方 
×1.12 

 

第６段階 本人が市民税課税で合計所得金額が125万円以

上200万円未満の方 
×1.25 

 

第７段階 

 

本人が市民税課税で合計所得金額が200万円以

上の方 
×1.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※
調
整
中 

※
調
整
中 

今期 第１段階 第２段階 第３段階 第５段階 第６段階 第７段階

前期 第１段階 第２段階 第３段階 第６段階

1.50

1.00

0.50

1.25

1.12

0.87
0.75

保険料率
（基準額に対する割合）

第４段階
第４段階 第５段階

市民税世帯非課税 市民税本人課税市民税本人非課税

引き下げ

引き下げ

調
整
中

調
整
中

基準額
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第第第第５５５５章章章章    高齢者保健福祉事業高齢者保健福祉事業高齢者保健福祉事業高齢者保健福祉事業のののの推進推進推進推進    

 

第１節 生きがいづくりと社会参加の充実 

高齢者になってもいきいきと充実した生活を送るためには、仕事や地域活動に参加するなど

の生きがいづくりが重要となります。香取市においても近年増えている高齢の就業者への対応

や、現状では少なくなっている地域活動への参加促進など、高齢者の生きがいづくりと社会参

加の支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

１ シルバー人材センターの充実 

市内の定年退職者等の高齢者の健康維持増進、生きがいづくり、社会参加の促進を図るこ

とを目的とし、高齢者の能力や経験を活用した就業の機会を確保するため、シルバー人材セ

ンターの活動を促進しています。 

平成 19年度の業務実績は、受託件数、受託金額とも前年度とほぼ横ばいとなっていますが、

これまでの誠実な就業の結果により、顧客が定着してきたことによるものと考えられます。

一方で、会員の高齢化が進み、退会が多いことが課題として挙げられます。 

今後も、会員の増強と、新規顧客・新規就業機会の確保に努め、高齢者の就業の機会の拡

大を図ります。 

■実施状況 

 平成18年度 平成19年度 

会員数（人） 553 453 

受託件数（件） 5,464 5,399 

受託金額（円） 265,041,960 264,346,782 

 

２ 高齢者クラブ参加の促進 

高齢者クラブでは、香取市高齢者クラブ連合会として、スポーツや芸能等の各種大会を開

催しています。また、支部毎にも各種の大会等が開催されており、積極的な活動の展開によ

り、高齢者の生きがいづくりや地域への貢献活動など重要な役割を担っています。 

今後も、高齢者が地域において、自立した生活を継続できるよう高齢者クラブへの参加を

促進します。 

 

 

 

生きがいづく

りと社会参加

の充実 

１ シルバー人材センターの充実 

２ 高齢者クラブ参加の促進 

３ 生涯学習活動の充実 
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■実施状況 

平成 19 年度 平成 20 年度 
 

クラブ数 会員数（人） クラブ数 会員数（人） 

佐原支部 58 2,124 57 2,080 

小見川支部 32 1,983 30 1,822 

山田支部 23 1,944 23 1,900 

栗源支部 13 587 12 534 

計 126 6,638 122 6,336 

 

３ 生涯学習活動の充実 

21 世紀のこれからを生きるためには、高度な技術革新、情報通信社会の発達に伴い、生涯

にわたって学び、ゆとりや豊かさ、喜び等を味わいながら自らの生きがいを創造していくこ

とが重要です。 

そのためには、市民一人ひとりが、自ら自発的に学び、相互に教えあい、学んだ成果を社

会に還元する生涯学習社会の実現を目指さなければなりません。 

高齢者においても、生きがいづくり、仲間づくり、社会参加を進めるため生涯学習の情報

を提供し学習参加者の拡大を図ります。また、高齢者の自主的な活動が推進できるようボラ

ンティアの活用を図ります。 
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第２節 健康づくりの充実 

日本における平均寿命が延びている中で、寝たきりにならず、健康で元気な期間（健康寿命）

をより延ばすことが重要です。香取市の高齢者の疾病状況や主要死因の状況を見ると、高血圧

や糖尿病など生活習慣病関連の疾病や、がんが多くなっています。また、今後の高齢者施策で

は健診や健康づくりに対する要望が多くなっていることからも、疾病予防や健診など、高齢者

の健康づくりを支援していきます。 

 

 

 

 

 

 

１ 健康づくり意識の啓発 

健康に対する意識の普及啓発を行うために、広報紙やパンフレットの配布、イベントの開

催、また、健康機器を活用して啓発を図っています。 

今後も、健康意識の高揚を図るために継続してイベント等を実施していきます。 

■実施状況 

 平成20年度 

佐原地区 健康づくり大会 

骨密度・血管年齢測定・歯科相談・パンフレット配布・健

康食試食 

小見川地区 スポーツフェスタ 

体脂肪測定・パンフレット配布 

山田地区 健康まつり 

骨密度測定・健康食試食・パンフレット配布 

栗源地区 ふるさといも祭 

健康食試食・パンフレット配布  

 

２ 各種健（検）診の推進 

（１）特定健康診査 

平成 20年度から 40歳以上 74歳以下の国民健康保険被保険者に対し、内臓脂肪症候群（メ

タボリックシンドローム）に着目した健診を実施し、生活習慣病予備群等に該当した人に保

健指導を実施しています。 

平成 20年度からの新規事業であるため、特定健康診査・特定保健指導の趣旨を普及し、健

診受診者、保健指導への参加者拡大を図ることが必要となります。 

今後、特定健康診査等実施計画に基づき、メタボリックシンドローム該当者・予備群減少

のため、健診、保健指導への参加しやすい環境・体制を整備していきます。 

健康づくりの

充実 

１ 健康づくり意識の啓発 

２ 各種健（検）診の推進 

３ 保健機能の充実 
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また、40歳以上で特定健診に該当しない人に対して、特定健診に準じて健康診査を実施し

ています。平成 20年度では対象者４00名に対し実施者 20名弱と非常に少なく、今後ケース

ワーカーとの連携を密にして受診勧奨を行っていきます。 

 

（２）後期高齢者健康診査 

後期高齢者医療被保険者を対象に、生活習慣病等の早期発見、健康の保持増進のため、千

葉県後期高齢者医療広域連合が保健事業として行う健康診査を受託し実施しています。 

今後も、高齢者が継続的に自身の体調を自己管理できるよう、引き続き健診環境・体制の

整備を推進していきます。 

 

（３）がん検診 

死因の上位を占めるがんの早期発見、早期治療のために、各種の検診等を実施しています。

胃がん、子宮がん、乳がん、大腸がん、肺がんについては、保健センター等による集団検診

のほか、市内医療機関における個別検診を行っています。現状では、乳がん・子宮がん以外

は受診率が若干下がっています。 

今後も、がんの早期発見を図るため、受診率の向上をめざしていきます。 

■実施状況 

 平成18年度 平成19年度 

受診者数（人） 4,403 4,179 

受診率（％） 14.6 14.1 
胃
が
ん 

要精密検査（人） 459 406 

受診者数（人） 3,806 4,096 

受診率（％） 18.2 19.8 

子
宮
が
ん 

要精密検査（人） 35 29 

受診者数（人） 4,306 4,712 

受診率（％） 23.3 25.8 
乳
が
ん 

要精密検査（人） 231 257 

受診者数（人） 6,261 6,007 

受診率（％） 20.8 20.2 

大
腸
が
ん 

要精密検査（人） 376 362 

受診者数（人） 14,063 13,881 

受診率（％） 46.8 45.7 
肺
が
ん 

要精密検査（人） 211 190 
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３ 保健機能の充実 

（１）高齢者保健事業の推進 

①健康相談 

健康相談は、心身の健康について個別の相談に応じ、必要な指導や助言を行い、家庭にお

ける健康管理を支援するために行っています。現在、各行政区、高齢者クラブ等より要望の

あった団体等に対する健康相談（約 50回実施）、市主催の健康相談（げんきクラブ：佐原・

小見川保健センターで各 11 回開催）、定期健康相談（小見川・山田・栗源保健センターでそ

れぞれ週 1回開催）を実施しています。 

今後は、市主催の健康相談日を更に設けて、相談しやすい環境に整えていきます。 

 

②訪問指導 

各種健康診査の結果、訪問指導が必要な方などに対し、保健師、看護師、栄養士、歯科衛

生士が家庭を訪問し、健康管理に必要な指導を行っています。 

今後は、民生委員等関係者及び関係機関との連携を密にし、継続して実施していきます。 

 

③健康教育 

健康教育は、生活習慣病の予防、その他健康に関する事項について正しい知識の普及を図

るとともに、適切な指導や支援を行うことにより「自分の健康は自らがつくる」という認識

と自覚を高めるために行っています。現在、各行政区、高齢者クラブ等より要望のあった団

体等に対する集団健康教育（約 50回）、市主催の集団健康教育（げんきクラブ：佐原・小見

川保健センターで各 11回開催）を実施しています。 

今後は、市民が興味、関心を持ち、実行できる内容を取り入れながら、参加しやすい環境

に整えていきます。 

 

（２）保健センターの機能強化 

保健センターは、市民の健康の維持・増進を図る拠点となる施設であり、現在各区すべて

に設置しています。 

保健センターでは予防接種や健康診査、健康教育、健康相談などを実施するとともに、市

内各施設での健診などの健康づくり活動を行っています。 

今後は、平成 20年度に整備した小見川保健センターを活用し、事務の一元化と事業の二極

化（佐原・小見川）を進め、市民の健康づくりの拠点として保健事業の実施や情報の提供、

人材育成など、保健センターの機能強化を図ります。 
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第３節 在宅福祉の充実 

ひとり暮らしや高齢者世帯、認知症高齢者の増加、介護者の高齢化等、支援を必要とする世

帯の大幅な増加が見込まれ、今後、在宅福祉を推進していくためには、社会福祉協議会の協力

を得ながらボランティア等の地域資源の更なる活用を図り、居宅で生活が続けられるよう高齢

者及び家族の支援の充実を図っていきます。 

 

 

 

 

 

１ 高齢者の生活支援対策の充実 

（１）生きがい活動支援通所事業（ミニデイサービス） 

ひとり暮らし等で家に閉じこもりがちな 60歳以上の高齢者を対象に、指導員による趣味や

レクリエーションを市内２箇所で実施し、孤立感の解消と心身機能の維持向上を図り、仲間

づくりや生きがいづくりを推進しています。 

今後は、佐原区だけではなく、小見川区・山田区・栗源区で実施し、仲間づくり生きがい

づくりを推進していきます。 

■実施状況 

 平成18年度 平成19年度 

延利用者数（人） 3,417 2,841 

 

（２）配食サービス事業 

概ね 65 歳以上のひとり暮らし高齢者及び 65 歳以上の方のみで構成される世帯を対象に、

有料で定期的に昼食を届け、食生活の改善や孤独感の解消、安否確認等を実施しています。 

今後は、地域の事情も勘案しつつ、サービスの均等、充実を図っていきます。 

■実施状況 

 平成18年度 平成19年度 

食数（食） 14,943 15,270 

 

在宅福祉の充

実 

１ 高齢者の生活支援対策の充実 

２ 高齢者の安全対策の充実 

３ 老人福祉助成事業の実施 
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（３）ねたきり老人等日常生活用具等給付・貸与事業 

援護が必要な高齢者及びひとり暮らし高齢者を対象に、日常生活を安全に安心して過ごせ

るように、日常生活用具（火災警報機、自動消火器、電磁調理器）を給付及び貸与（老人用

電話）することにより、日常生活の便宜を図ります。 

■実施状況 

 平成18年度 平成19年度 

件数（件） 3件 3件 

 

（４）外出支援サービス事業 

車いすを利用している方や寝たきりの高齢者など、一般公共交通機関の利用が困難な方を

対象に、医療機関への通院や施設への入退所を、リフト付及びストレッチャー車両により、

有料による送迎を実施しています。 

■実施状況 

 平成18年度 平成19年度 

延利用回数（回） 1,748 1,700 

 

（５）高齢者通院タクシー事業 

76 歳以上の高齢者を対象に、タクシー会社と連携し、医療機関へ通院のためにタクシーを

利用する場合にその料金の一部を助成します。 

■実施状況 

 平成18年度 平成19年度 

利用枚数（枚） 17,324 21,633 

 

（６）寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業 

概ね 65 歳以上の寝たきり高齢者、認知症高齢者、虚弱高齢者、ひとり暮らし高齢者を対象

に、衛生的で快適な生活が送れるよう、自宅を訪問し月１回の乾燥と年１回の消毒を行って

います。 

■実施状況 

 平成18年度 平成19年度 

延利用者数（人） 137 158 

 

（７）短期入所事業 

虚弱高齢者やひとり暮らし高齢者が、一時的に養護が必要となった時に、養護老人ホー

ムにおいて高齢者を一時的に預かり、高齢者と同居している家族の健康維持と負担軽減を

図ります。 
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２ 高齢者の安全対策の充実 

（１）緊急通報システム事業 

身体障害者世帯や高齢者のみの世帯を対象とし、急病や災害等の緊急時にボタンを押すと、

自動的に受信センターへ通報するための装置を設置し、関係機関の迅速かつ適切な対応を図

ります。 

■実施状況 

 平成18年度 平成19年度 

設置世帯数（世帯） 279 285 

 

（２）香取市見守りネットワーク事業 

市内で在宅生活を送る 65歳以上の高齢者のみ世帯で 70歳以上の高齢者または障害者等で、

日常生活において支援を必要とする人を対象としています。見守りネットワークでは、地域

住民と行政・関係機関が情報の共有・連携を図り、さりげない目配りや声かけによる安否確

認を行うとともに自立生活の支援を行なっていきます。また、緊急時には平常時の情報をも

とに行政が地域・関係機関と連携し、迅速で的確な対応及び避難支援活動を行います。これ

らにより、支えあい安心して暮らせる地域社会づくりを目指した香取市見守りネットワーク

事業を推進していきます。 

 

３ 老人福祉助成事業の実施 

（１）高齢者等入院時おむつ代助成事業 

医療機関に入院している高齢者に対し、おむつ代の一部を助成し、精神的・経済的な負担

の軽減を図ります。 

■実施状況 

 平成18年度 平成19年度 

助成件数（件） 481 479 
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第４節 施設福祉の充実 

介護保険制度によるサービス以外の介護施設や、多様な地域活動の拠点など、各種施設の充

実を図る必要があります。今後の高齢者施策について、老人福祉施設等の整備の促進への要望

もあることから、施設福祉の充実を進めていきます。 

 

 

 

 

 

１ 入所施設の充実 

（１）養護老人ホーム 

養護老人ホームは概ね 65歳以上で環境上の理由及び経済的理由により、在宅において養護

を受けることが困難な高齢者を入所させ養護することを目的とし、市内に１施設（香取市養

護老人ホームひまわり苑：定員 50人）を設置しています。 

今後も、市内における養護老人ホームの必要性から、施設の維持管理による継続運営を図

ります。 

■実施状況 

 平成18年度 平成19年度 

老人保護措置入所者数（人） 

（うち「ひまわり苑」） 

45 

（36） 

56 

（41） 

 

２ 既存施設の有効活用 

（１）シニア健康プラザ 

シニア健康プラザは、高齢者等が要介護状態になることを予防するため、健康の維持・増

進を図るとともに、機能訓練及び各種クラブ活動の実施、教養の向上、レクリエーションの

場を提供する施設です。 

今後、効率的な管理運営体制と情報の連携により、施設の有効利用を促進します。 

■実施状況 

 平成18年度 平成19年度 

貸室 

延利用者数（人） 

4,639 4,601 

 

施設福祉の充

実 

１ 入所施設の充実 

２ 既存施設の有効活用 
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（２）社会福祉センター 

社会福祉センターは、山田区と小見川区の２箇所に設置しています。主に、地域福祉、高齢

者福祉、女性交流、学習関連施設としての役割及び、地区社会福祉協議会関係の福祉、文化サ

ークルなどの各団体、ボランティアの活動拠点として重要な役割を担っています。 

今後も、適正な管理運営により、地域福祉活動の拠点として有効な活用を図ります。 

■実施状況 

 平成18年度 平成19年度 

山田 

延利用者数（人） 

6,880 約7,000 

小見川さくら館 

延利用者数（人） 

19,524 22,690 

 

（３）老人福祉センター（香取広域市町村圏事務組合） 

香取広域市町村圏事務組合では、香取市及び香取郡内の 60 歳以上の高齢者を対象とした老

人福祉センターを設置しています。 

今後も施設の維持管理を促進するとともに、施設についての情報提供を進めます。 
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第第第第６６６６章章章章    福祉福祉福祉福祉のまちづくりののまちづくりののまちづくりののまちづくりの推進推進推進推進    

 

第１節 福祉意識の高揚と担い手の育成 

今後、高齢者のひとり世帯が多くなることが予測される中で、日常生活や災害時における地

域の助け合い・支え合いといった連携が重要となります。今後の高齢者施策について、高齢者

などの弱者に対する見守りへの要望も見られることから、市民全体の福祉意識の高揚を図り、

地域福祉の担い手の育成をしていきます。 

 

 

 

 

１ 福祉意識の高揚 

（１）学校における福祉教育の推進 

各学校では、児童・生徒が豊かな体験を育み、思いやりの心を育てられるよう、福祉施設

や高齢者世帯への訪問、学校行事への高齢者の招待など、総合的な学習の時間をはじめ教育

活動全体で福祉意識を培っています。 

現状では、福祉施設や高齢者世帯への訪問、行事への招待、総合的な学習の時間等での高

齢者との交流活動等については、概ね実践できています。高齢者の地域人材としての活用は、

およそ半数程度の実施となっています。 

今後も高齢者に関わる各校の様々な取り組みについて、情報交換を行い評価・改善を図り

ます。また、様々な形でかかわった高齢者の声を大切にして、福祉教育の充実に努めます。 

■実施状況 

 平成20年度 

福祉施設や高齢者世帯への訪問等 実施校26校 78.9％ 

学校行事への高齢者の招待等 実施校29校 87.9％ 

総合的な学習の時間等での高齢者との交流活動等 実施校24校 72.7％ 

高齢者を地域人材として活用 実施校17校 51.5％ 

 

（２）啓発事業の充実 

市民の福祉意識の高揚を図る事業の一環として、「社会を明るくする運動」における啓発パ

レードや、市民レガッタ及び駅前における各種啓発活動を行い、広く福祉に対する住民意識

の高揚に努めています。 

現状としては、啓発活動の地域が集中しており、今後は、市内全域における実施を視野に

いれ、より一層市民の福祉意識を高められるよう啓発活動を進めます。 

福祉意識の高揚と

担い手の育成 

１ 福祉意識の高揚 

２ 福祉活動の促進 
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（３）広報活動の推進 

福祉に関する情報提供を進めるため、広報誌により各種情報を各世帯に周知しています。

また、各種福祉施策については、民生委員児童委員や社会福祉協議会を通じ事業説明を行い、

周知を図っています。 

現状として、福祉施策の周知は広報誌等紙面だけでは、十分行き届かず、引き続き民生委

員児童委員や社会福祉協議会などを通じ、支援を必要とする対象者に情報が届く周知方法を

図る必要があります。また、各種団体の会議の場等を活用し、広報活動を行うことを推進し

ていきます。 

 

２ 福祉活動の促進 

（１）民生委員児童委員活動の促進 

民生委員児童委員は、日ごろから地域の高齢者と交流し、信頼関係を築いて高齢者への見

守り活動を進めるとともに、ひとり暮らし高齢者や援護を必要とする世帯に対する福祉サー

ビスの適切な利用を進めています。現在、香取市民生委員児童委員連絡協議会連合会として、

14地区 188名が委嘱されており、平成 20年度「香取市見守りネットワーク」事業の開始に

伴い、地域が主体となり行政と連携した要援護者支援体制を構築するための中心となり、平

常時はもとより緊急時における適正な支援を推進しています。 

また、民生委員児童委員については、その活動範囲が広くなることから、地域の連携によ

る協力体制が重要となります。 

今後も、地域に根ざした情報提供・情報共有による適正な支援体制の確立を推進するため、

地域福祉推進の中心となる民生委員児童委員活動を支援していきます。 

 

（２）社会福祉協議会活動の促進 

社会福祉協議会は、各種福祉事業の受託や高齢者クラブの事務局又は小見川社会福祉セン

ターの指定管理者として、市福祉施策推進のための重要な役割を担っています。また、各種

福祉団体との連携をもった地域福祉活動により、平成 20年度から実施の「香取市見守りネッ

トワーク事業」の基盤となる体制づくりを推進しています。 

今後も、福祉施策の一端を担っていくため、社会福祉協議会自体の運営基盤の確立に向け

継続的な支援を行ない地域福祉施策の拠点としての連携を一層強化し、機能の充実を促進し

ます。 

 

（３）ボランティア活動の促進 

高齢者が安心して生活を継続していくためには、介護保険などの制度的なサービスはもと

より、ボランティア活動による支援は重要な役割となります。 

市内には社会福祉協議会に登録している団体や個人、地域で自主的に活動を行っているグ

ループなど多様なボランティアがありますが、現在、香取市社会福祉協議会が事務局となり、

香取市ボランティア連絡協議会を立ち上げ、各種活動を行っています。ボランティアの内容

としては、高齢者関係では給食サービスや介護保険施設への慰問、又は、病院内の案内業務
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などが主な活動となります。 

現状としては、ボランティア団体の登録が地域に偏りがあるほか、ボランティア間の連携

が図れないといった課題が挙げられます。 

今後は、発足したボランティア連絡協議会を有効活用し、連絡会議等による情報交換や研

修などを行うとともに、団体相互の連携を密にすることに、より充実した活動を展開してい

きます。また、香取市見守りネットワーク事業の実施にあたり、新たな分野として「見守り

活動ボランティア」の育成を図っていきます。 

■実施状況 

 平成19年度 平成20年度 

団体数（団体） 87 89 

ボランティア（人） 1,764 1,808 

※平成 20年度は 10月末現在 
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第２節 生活環境の充実 

高齢者の方が地域の中で快適に暮らしていくためには、住居や道路、交通などの利便性の向

上に加え、防犯防災など安全・安心面での環境が重要となるため、これらの生活環境の充実に

向けた支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市営住宅の施設の充実 

高齢者が生活しやすい住宅を確保するため、中層構造の市営住宅片野団地、大戸団地、粉名

口団地の階段へ手すりを設置しました。 

現在、市営住宅の老朽化が進んでおり、耐震化とあわせて大規模な改修等が必要となってい

ます。今後、市営住宅の大規模な改修を行っていく際は、段差の解消などバリアフリー化に努

めます。 

 

２ 道路環境の整備 

道路改良事業などの新規事業において、歩道設置の場合にはバリアフリー新法の基準に基づ

きバリアフリー化を進めています。 

今後も、安心して外出できるよう、歩道の段差解消など道路環境の整備に努めます。 

 

３ 交通安全、防犯意識の啓発 

（１）交通安全教育の推進 

高齢者が安心して地域社会で交通事故のない生活が送れるよう、高齢者を対象に交通指導

員による交通安全教育・指導活動を充実し、交通安全意識の高揚を図ります。 

 

（２）防犯意識の啓発 

高齢者が住みなれた地域で安全で安心な生活を送るためには、地域における防犯に対する

意識を高めることが大切です。そのため、啓発活動を行うとともに、自主的な防犯活動を支

援し、地域住民の自主防犯意識の高揚を図ります。 

 

生活環境の充

実 

１ 市営住宅の施設の充実 

２ 道路環境の整備 

３ 交通安全、防犯意識の啓発 

４ 地域防災体制の整備 

５ 身近な公園施設の整備・維持管理 
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４ 地域防災体制の整備 

（１）市民の防災意識の高揚 

防災意識の高揚を図るために、防災講習会、防災訓練等を実施しています。 

今後も、誰もが「自分達の地域は自分たちで守る」意識を持ち防災活動を行えるよう、市

広報紙への情報掲載や防災訓練への参加促進などにより、防災知識の普及に努めるとともに、

防災意識の高揚を図ります。 

 

（２）自主防災組織の育成 

地域住民による自発的かつ組織的な活動を行う自主防災組織の育成整備と既存組織の充

実・強化を推進しており、平成 20年度では新たに４組織が設立されています。 

今後も、より一層の自主防災組織の設立の促進を行うほか、高齢者等の災害時要援護者の

避難支援プランを策定し、災害時における避難体制の整備に努めます。 

 

５ 身近な公園施設の整備・維持管理 

高齢者等の憩いの場としての公園や緑地については、現在市の 12 か所の都市公園において新

バリアフリー法に適合したものとなっています。 

今後、新たに公園や緑地を設置、または改修する場合には、バリアフリー化を含め高齢者に

も配慮していきます。 

 

第３節 敬老事業等 

長寿を祝し、社会貢献への敬意を表すため、記念品の贈呈等の敬老事業を行っています。今

後は、地域の特性を生かした敬老事業の推進に努めます。 
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第第第第７７７７章章章章    計画計画計画計画のののの推進推進推進推進    

 

第１節 相談体制の充実 

高齢者やその家族からの様々な相談は、近年多様化してきています。高齢者やその家族が、

身近な場所で必要なときに相談できるよう、地域包括支援センターを中心として相談体制の充

実を図ります。 

 

第２節 情報提供の充実 

介護保険制度では、利用者が自らの責任においてサービスを選択し、サービス事業者と契約

することでサービスが提供されています。利用者が必要な介護サービスを、より効果的に利用

するためには、利用者が適切で十分な情報を得られることが必要となります。 

特に、地域包括支援センターの周知を図るとともに、介護保険サービス利用者や介護者、要

支援や要介護になるおそれのある高齢者等に対して、適切な情報を積極的に提供します。 

また、提供している各種保健・福祉サービスについても、市民に対して広く情報提供に努め

ます。 

 

第３節 連携体制の強化 

（１）市民との連携 

高齢者の在宅生活を支えるためには介護保険サービスや各種保健福祉サービスだけではなく、

地域住民の力が必要となります。 

そこで、身近な見守り活動や話し相手、相談相手となることや、各種ボランティア団体、社

会福祉協議会、シルバー人材センター、高齢者クラブなど地域福祉活動を促進するよう支援し

ていきます。特に、香取市見守りネットワーク事業を充実させ、平常時の安否確認や、緊急時

の避難支援などを行い､支えあい安心して暮らせる地域社会づくりを推進していきます。 

その中では、地域の各種団体・組織との連携を発展させ、市民との連携体制づくりに努めま

す。 

 

（２）サービス提供事業者との連携 

介護保険サービスは、民間事業者が提供するものであることから、民間事業者との情報交換

を進め連携を強化し、高齢者へのサービス提供体制の充実に努めます。 

また、地域包括支援センターにおける包括的・継続的マネジメント事業を通じてケアマネジ

ャーへの支援・指導を強化するなど、介護サービス事業者との連携を強化し､より良質で高齢者

の安心した生活を支えるサービスや介護予防効果が高いサービスが提供できる地域づくりを推

進します。 

 

（３）庁内での連携 

保健・医療・福祉の関係各課のほか、教育委員会、建設、環境安全などの庁内の関係各課の
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連携を強化し、総合的なサービス実施の充実を図ります。 

 

第４節 計画の進捗管理 

本計画に基づく事業の実施状況や効果、課題などについては、関係会議において報告・協議

し、事業が円滑に実施されるように努めます。地域包括支援センターの事業については、地域

包括支援センター運営協議会において、事業内容や事業の成果などについて検討を行います。 

また、そこで得られた評価や課題については、適正な事業実施を図るため、今後の運営や計

画の見直し時に反映していきます。 

 


